
令和７年第１回定例会２月議会 

総務部 
 

総務企画委員会 

【議案関係資料】 

（当初予算関係） 
 

２月７日提出 

- 1 -



令和７年第１回定例会（２月議会）予算及び付託議案審査関係資料

令和７年２月７日
総 務 部

【予算関係】

財 政 課 令和７年度当初予算に関する説明資料 ・・ ４

総 合 防 災 課 気候変動等に対応した防災力の強化（ソフト面の対策）の概要について ・・ ９

総 合 防 災 課 避難所等環境改善総合サポート事業について（新規） ・・１１

総 合 防 災 課 次期総合防災情報システム整備事業について ・・１３

総 合 防 災 課 災害救助用備蓄物資等整備事業における物資管理業務委託について ・・１４

消 防 保 安 室 消防団加入促進モデル事業について ・・１５

【議案関係】

行 政 経 営 課 「情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係条例の整備に
関する条例案」について（議案第６５号） ・・１７

人 事 課 「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案」
について（議案第６６号） ・・２６
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人 事 課 「職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例案」
について（議案第６７号） ・・３９

人 事 課 「秋田県行政機関設置条例の一部を改正する条例案」について
（議案第６８号） ・・４１

人 事 課 「職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の
一部を改正する条例案」について（議案第６９号） ・・４３

人 事 課 「県議会議員の議員報酬等に関する条例等の一部を改正する条例案」について
（議案第７０号） ・・５１

人 事 課 「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」について
（議案第７１号） ・・５４

人 事 課 「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案」について
（議案第７２号） ・・６８

人 事 課 「知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例案」について
（議案第７３号） ・・７１

財 政 課 「秋田県標準事務関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案」について
（議案第７４号） ・・７３
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財 政 課

令 和 ７ 年 度 当 初 予 算

に 関 す る 説 明 資 料

（ 議 案 第 ４ ２ 号 ）
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(単位：千円)

増 減 額

県民税（個人分） 2,858,000 （ 23,637,000 → 26,495,000 ）軽油引取税 △ 371,000 （ 8,712,000 → 8,341,000 ）

地方消費税（譲渡割） 2,499,000 （ 18,275,000 → 20,774,000 ）

5,597,000 （ 48,121,000 → 53,718,000 ）

特別法人事業譲与税 2,914,000 （ 17,063,000 → 19,977,000 ）

△ 2,418,000 （ 2,876,000 → 458,000 ）

△ 16,000 （ 195,406,000 → 195,390,000 ）

△ 23,000 （ 288,000 → 265,000 ）

農林水産業費負担金 1,264,764 （ 1,231,733 → 2,496,497 ）農林水産業費分担金 △ 204,245 （ 845,775 → 641,530 ）

警察管理手数料 35,174 （ 614,568 → 649,742 ）高等学校使用料 △ 52,737 （ 2,009,224 → 1,956,487 ）

住宅使用料 △ 23,027 （ 569,498 → 546,471 ）

警察活動手数料 △ 12,487 （ 181,320 → 168,833 ）

団体営農業用施設災害復旧事業費 1,295,000 （ 834,000 → 2,129,000 ）過年災害復旧事業費 △ 2,840,332 （ 6,065,114 → 3,224,782 ）

地方道路交付金事業費 △ 1,989,205 （ 6,541,489 → 4,552,284 ）

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

△ 1,400,000 （ 1,400,000 → 0 ）

減債基金利子収入 396,278 （ 25,178 → 421,456 ）建物貸付収入 △ 18,215 （ 241,360 → 223,145 ）

財政調整基金利子収入 100,009 （ 324 → 100,333 ）

地域活性化対策基金利子収入 67,620 （ 153 → 67,773 ）

奨学金返還助成事業費 4,011 （ 100 → 4,111 ）環境衛生費 △ 1,401 （ 13,886 → 12,485 ）

公立学校情報機器整備臨時対策基金繰入金 財政調整基金繰入金 △ 7,933,000 （ 9,007,000 → 1,074,000 ）

1,867,788 （ 0 → 1,867,788 ）退職手当臨時対策基金繰入金 △ 4,574,932 （ 13,778,410 → 9,203,478 ）

13 繰 越 金

11 寄 附 金 3,458

12 繰 入 金 △ 12,109,557

9 国 庫 支 出 金 △ 5,130,547

10 財 産 収 入 718,354

7 分担金及び負担金 1,273,380

8 使用料及び手数料 △ 62,739

5 地 方 交 付 税 △ 16,000

6
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金 △ 23,000

地 方 譲 与 税 2,914,000

4 地 方 特 例 交 付 金 △ 2,418,000

令 和 ７ 年 度 当 初 予 算　　主 要 な 歳 入 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳 減　　　　額　　　　内　　　　訳

1 県 税 6,315,000

2 地方消費税清算金 5,597,000

3
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増 減 額区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳 減　　　　額　　　　内　　　　訳

県制度資金貸付金元利収入 4,003,122 （ 22,883,264 → 26,886,386 ）農業・漁業経営フォローアップ資金貸付金元利収入

機械類貸与資金貸付金元利収入 183,961 （ 1,228,922 → 1,412,883 ） △ 232,091 （ 484,622 → 252,531 ）

農業次世代人材投資資金 △ 126,747 （ 450,174 → 323,427 ）

木材産業等高度化推進資金貸付金元利収入

△ 129,000 （ 468,250 → 339,250 ）

次期総合防災情報システム整備事業費 過年発生土木災害復旧事業費 △ 1,414,500 （ 2,961,600 → 1,547,100 ）

1,586,200 （ 49,800 → 1,636,000 ）河川改修事業費 △ 1,299,300 （ 2,553,100 → 1,253,800 ）

地方道路交付金事業費 △ 1,236,300 （ 4,079,800 → 2,843,500 ）

584,234,000　→　577,345,000

15 県 債 △ 6,930,300

合　　　計 △ 6,889,000

14 諸 収 入 2,979,951
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(単位：千円)

増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳

議会活動費 10,350 （ 223,680 → 234,030 ）職員給与費 △ 5,381 （ 280,394 → 275,013 ）

議会広報費 7,699 （ 50,751 → 58,450 ）

総務諸費 4,889 （ 40,745 → 45,634 ）

新県立体育館ＰＦＩ事業 2,071,289 （ 0 → 2,071,289 ）退職手当臨時対策基金積立事業 △ 1,263,286 （ 10,665,497 → 9,402,211 ）

次期総合防災情報システム整備事業 1,876,093 （ 50,361 → 1,926,454 ）

地方独立行政法人秋田県立療育機構支援事業 地域医療介護総合確保基金積立金 △ 629,715 （ 651,976 → 22,261 ）

475,797 （ 976,558 → 1,452,355 ）災害救助対策費 △ 316,168 （ 353,159 → 36,991 ）

子どものための教育・保育給付支援事業

394,929 （ 5,917,819 → 6,312,748 ）

児童措置保護費 311,093 （ 1,805,180 → 2,116,273 ）

秋田県総合保健センター設備等整備事業 生活基盤施設耐震化等交付金事業 △ 615,612 （ 618,101 → 2,489 ）

152,960 （ 2,284 → 155,244 ）医療提供体制整備費補助事業 △ 447,315 （ 447,315 → 0 ）

地方独立行政法人秋田県立病院機構支援事業

△ 354,676 （ 6,064,952 → 5,710,276 ）

職員給与費 51,907 （ 588,664 → 640,571 ）人材確保・定着推進事業 △ 50,249 （ 97,901 → 47,652 ）

職業能力開発支援事業 33,106 （ 584,723 → 617,829 ）

国直轄土地改良事業負担金 1,450,253 （ 646,735 → 2,096,988 ）経営体育成基盤整備事業 △ 2,204,354 （ 9,412,890 → 7,208,536 ）

治山事業 △ 1,239,620 （ 3,331,060 → 2,091,440 ）

経営安定資金貸付事業 2,690,111 （ 13,192,546 → 15,882,657 ）あきた企業立地促進助成事業 △ 2,451,557 （ 2,701,557 → 250,000 ）

ものづくり革新総合支援事業 △ 406,253 （ 453,376 → 47,123 ）

商業・サービス産業経営革新事業 △ 322,545 （ 322,663 → 118 ）

国直轄河川事業負担金 1,104,770 （ 5,721,330 → 6,826,100 ）地方道路交付金事業 △ 3,414,243 （ 11,171,400 → 7,757,157 ）

河川改修事業 △ 2,295,200 （ 5,637,400 → 3,342,200 ）

3 民 生 費 179,215

8 土 木 費 △ 9,794,573

6 農 林 水 産 業 費 △ 2,773,880

7 商 工 費 △ 722,708

4 衛 生 費 △ 1,530,905

5 労 働 費 37,500

1 議 会 費 18,820

2 総 務 費 3,263,265

令 和 ７ 年 度 当 初 予 算    主 要 な 目 的 別 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳
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増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

運転免許センター及び交通機動隊庁舎改築事業 警察本部給与費 △ 109,533 （ 20,904,356 → 20,794,823 ）

183,749 （ 510,728 → 694,477 ）

通信指令システム更新事業 54,173 （ 262,083 → 316,256 ）

公立学校情報機器整備事業 1,844,657 （ 0 → 1,844,657 ）教育委員会給与費 △ 2,432,696 （ 81,569,499 → 79,136,803 ）

大曲高等学校整備事業 △ 825,584 （ 1,416,483 → 590,899 ）

農業用施設災害復旧事業 1,699,000 （ 1,326,500 → 3,025,500 ）過年発生土木災害復旧事業 △ 4,412,060 （ 9,356,027 → 4,943,967 ）

現年発生土木災害復旧事業 1,160,100 （ 4,124,500 → 5,284,600 ）

農地災害復旧事業 841,500 （ 434,900 → 1,276,400 ）

公債費（利子） 846,309 （ 7,873,961 → 8,720,270 ）公債費（元金） △ 2,675,400 （ 84,852,200 → 82,176,800 ）

地方消費税清算金 3,269,000 （ 19,222,000 → 22,491,000 ）

地方消費税交付金 3,166,000 （ 24,136,000 → 27,302,000 ）

584,234,000　→　577,345,000

14 予 備 費

合　　　計 △ 6,889,000

12 公 債 費 △ 1,917,600

13 諸 支 出 金 7,294,000

10 教 育 費 △ 1,214,402

11 災 害 復 旧 費 99,848

9 警 察 費 172,420
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○ 防災意識の向上に向けた普及啓発

防災アドバイザー派遣による意識醸成

や「マイ・タイムライン」の普及啓発

防災士スキルアップ研修の実施

近年の災害対応を踏まえた、防災士の

スキルアップを図るための研修を実施

○ 地区防災計画の作成促進

地域住民と関係機関が協働して地区防

災計画を作成する取組への支援

○ 次期総合防災情報システムの整備(R7～8)

災害に強い通信設備の整備のほか、市町村等

との災害情報の共有により、避難指示判断や災

害対応の迅速化を促進

リエゾン派遣態勢の強化

災害時、優先的に通話できる携帯電話を地域

振興局に配備し、全市町村に同時にリエゾン派

遣を行う態勢を整備

○ スマートフォンアプリを活用した情報発信

県公式ＬＩＮＥや、耳で聴くハザードマップ

など、スマートフォンアプリにより災害関連情

報を発信

○ 県・市町村職員研修等の実施

住家被害認定調査や防災担当幹部職員研修等

の実施、防災スペシャリスト養成研修の受講

災害対応力の充実・強化等 地域防災力の強化等

気候変動等に対応した防災力の強化（ソフト面の対策）の概要について 総合防災課

激甚化・頻発化する災害への対応や、男鹿半島地域等防災・減災会議等での検討を踏まえ、県・市町
村の災害対応力や地域防災力の向上を図るとともに、避難所等における生活環境の改善などにより、
気候変動等に対応した本県の防災力の充実・強化を図る。

基
本
方
針

避難所等環境改善への支援

県内主要備蓄倉庫に水循環式シャワー

やリクライニング式簡易ベッド等を備蓄

し、避難所等の環境改善を支援

在宅・車中泊避難者等への支援

道の駅など地域の被災者支援の拠点と

なる施設で実施する在宅・車中泊避難者

等への炊き出し用資機材等の整備を支援

備蓄物資の速やかな供給体制の構築

物流・倉庫事業者の専門的知見を活用

し発災時の速やかな物資供給体制を構築

令
和
七
年
度
の
主
な
取
組

新

避難所等の生活環境改善等

拡

拡

拡

新

水循環式シャワー リクライニング式簡易ベッド キッチン資機材
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被災者の生活再建支援について 参考資料

○被災者生活再建支援制度は、被災件数を要件としており、

被災しても支援の対象とならない場合がある。

・令和５年災害：秋田市、能代市、五城目町のみ対象

・令和６年災害：対象外

○災害り災者見舞金については、市町村の制度と併存して

いるほか、全壊等の住家被害に対しては十分ではない。

【被災者生活再建支援制度（国）】
・自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、
住宅の被害程度と再建方法に応じて、最大300万円を支給

・
・
・

現 状

課 題 被災者生活再建支援制度に係る動向

○全国知事会の動向

１ 国への要望事項

・適用範囲 ・適用要件

・支援金の増額 ・大規模災害時の国の特別な対応

２ 基金残高減少に伴う追加拠出金の検討

○全国31都府県で国の制度を補完する支援制度を構築

【災害り災者見舞金（県）】
・自然災害による被害の状況に応じて、死者・行方不明者の世帯に60万円、床上浸水の世帯に20万円等を支給
・ ：

【住宅リフォーム推進事業（県）】
・自然災害により、住宅への被害が広範囲に生じ、県に災害対策本部が設置されるなどした場合、被災した住宅の
災害復旧工事を支援

・
・

※災害救助法による支援を除く

適 用 基 準
令和５年支給状況
負 担 割 合

：全壊が10世帯以上の市町村等
：484,125千円（R6.3.31現在）
：全都道府県の拠出による基金1/2、国1/2

支 援 対 象
令和５年度決算額

：半壊又は床上浸水以上の住家被害を受けた被災者（被害個所の原型復旧を目的とする工事）
：71,531千円（負担割合：県10/10、最大８万円）

令和５年度決算額：710,900千円（負担割合：県10/10）

基礎支援金

(住宅の被害程度)

全壊 建設・購入 200万円 300万円

解体 補修 100万円 200万円

長期避難 賃貸(公営住宅除く) 50万円 150万円

建設・購入 200万円 250万円

補修 100万円 150万円

賃貸(公営住宅除く) 50万円 100万円

建設・購入 100万円 100万円

補修 50万円 50万円

賃貸(公営住宅除く) 25万円 25万円

計

大規模半壊 50万円

中規模半壊 －

100万円

加算支援金

(住宅の再建方法)
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避難所等環境改善総合サポート事業について（新規） 

 

                                          総合防災課 

 

 能登半島地震における教訓や男鹿半島地域等防災・減災会議等での検討を踏まえ、本県における高齢者等の

災害関連死のリスクを低減するため、避難所等における生活環境の改善を図る。 

 

１ 避難所等環境改善フォローアップ事業について 

(1) 目的 

 避難所が国で定める基準に対応できるよう県が備蓄品を導入し市町村の体制を支援する。 

  

(2) 内容 

 県内主要備蓄倉庫（３か所）に次のとおり備蓄 

 

   ○備蓄品目 

  ・水循環式シャワー（※）       3 台 

 ・リクライニング式簡易ベッド(※)  200 台 

 ・エアーマット、ピロー     各 300 台 

  ・防犯ブザー、ホイッスル    各 300 個 

 

(3) 予算額 

  ２９，４００千円（㊀２９，４００千円）    内訳 
 
 
 
    ※新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）活用予定  

需用費      ９，９００千円 

備品購入費   １９，５００千円 
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２ 在宅・車中泊避難者等支援事業について 

(1) 目的 

  道の駅など、地域の被災者支援の拠点となる施設で、在宅・車中泊避難者等に炊き出しを行うために必

要な調理資機材等を整備するとともに、各種支援や復旧復興に係る情報等を提供する取組を支援する。 

 

(2) 内容 

ア 道の駅等災害対応力強化支援事業費補助金 

・補 助 設 備：キッチン資機材等一式（付帯設備等を含む） 

        ×３か所（県北、中央、県南） 

・補助対象者：市町村 

・補 助 率：３／４（国２／３、県１／３） 

・補 助 上 限：１１，２５０千円 

 

イ 避難生活の手引き（リーフレット） 

 避難生活の留意点や住まいの再建までの流れをまとめたリーフレットを作成 

 

(3) 予算額 

  ３４，７５０千円（㊀３４，７５０千円）  内訳 

 

 
    ※新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）活用予定 

 

需用費    １，０００千円 

補助金   ３３，７５０千円 
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次期総合防災情報システム整備事業について 

 

                                       総合防災課  

 

１ 目的 

災害時においても県と市町村等が情報を伝達できる通信機能と、気象・河川水位等の情報を即時に取得

して、市町村の迅速な避難判断や避難発令を支援する機能を持つ次期総合防災情報システムを整備する。 

 

２ 内容 

  次期システムを、令和７年度から令和８年度までの２か年で、県庁第二庁舎及び各市町村等に整備 

(1) 防災行政通信システム設備の整備 

(2) 防災情報共有システムの構築 

(3) 次期システムの施工監理業務委託 

 

３ 予算額 

１，９２６，４５４千円（ ２８９，７３４千円 １，６３６，０００千円 ㊀７２０千円） 

 

内訳 

 

 

 

 

 

旅費等               ６１９千円 

委託料（施工監理業務）    １５，９９４千円 

工事請負費       １，９０９，８４１千円 
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災害救助用備蓄物資等整備事業における物資管理業務委託について 

 

                                         総合防災課 

 

１ 目的 

大雨災害や能登半島地震における教訓、男鹿半島地域等防災・減災会議等での検討を踏まえ、発災時に円滑

かつ迅速な物資の搬出が行えるよう、物流・倉庫事業者の専門的知見を活用した物資の管理・供給体制を構築

する。 

 

２ 内容 

(1) 棚卸及び機材動作確認 

物資の品質・動作確認を含めた棚卸 

(2) 物資の再配置 

必要な物資を効率的に取り出せるよう再配置 

(3) ロケーションマップ等の作成 

    倉庫内作業の迅速化・効率化に向けた備蓄台帳及び配置図の作成 

 (4) 在庫管理及び物資の搬出 

    物流・倉庫事業者の専門的知見と経験を活かしたオペレーション 
 

３ 予算額 

 ５，７１０千円（㊀５，７１０千円） 

                       

                       
委託料      ５，７１０千円 
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消防団加入促進モデル事業について 
 
                                         消防保安室 
 
１ 目的 

 消防団は地域防災の中核を担う存在であり、今後も団員の確保が必要なことから、加入促進に資する 
モデル事業を実施し、消防団員の更なる確保を目指す。 

 
２ 内容 

(1) ＰＲ動画の作成（新規） 
消防団活動や団員募集に関する動画を作成して、県公式ウェブサイトや県公式 YouTube で公開し、 

ＰＲに活用 
(2) ＰＲ動画の映画館上映（新規） 

    ＰＲ動画を映画館で上映し、消防団への理解と団員の募集を促進 
(3) 消防団応援の店登録事業の実施（新規） 

団員へ特典や割引等のサービスを提供する「消防団応援の店（仮称）」を募集し、地域ぐるみでの 
消防団応援を促進 

(4) 市町村が実施するＰＲ活動等の支援（継続） 
市町村が主体となって実施する、消防団活動体験型イベントや広報活動に対する支援 

    ・補助対象者：市町村 
・補 助 率：１／２ 
・補 助 上 限：２５０千円 

(5) 消防団員によるイベント運営及びＰＲ（継続） 
    防災関連イベントへブースを出展し、若手及び女性消防団員が中心となったＰＲ活動を実施 
 
３ 予算額 

 ５，６９７千円（ ４，９４７千円 ㊀７５０千円）   内訳  需用費    ８４３千円 
委託料  ４，１０４千円 
補助金    ７５０千円 
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消
防
団
員
の
増
加
・
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化

消防団加入促進モデル事業について
令和5年度 令和6年度 令和7年度

消
防
団
員
の
減
少
・
高
齢
化
に
よ
る
地
域
防
災
力
の
低
下

消防団の存在は認
知されているが、
地域での役割・貢
献、やりがいや実
態等が住民に十分
に伝わっていない

消防団に対する理解の
促進

地域での役割・貢献・
やりがい等が伝わる
広報・アピール

幅広い住民の入団促進

女性や若者など幅広い
層の入団促進や将来の
担い手育成

④市町村が実施するＰＲ活動等の支援
・市町村が主体となって実施するＰＲ活動等を支援

  （補助率 1/2、上限25万円）

○イベント等での消防団活動体験
（消火体験、資機材操作体験など）

○加入促進のための広報活動強化
（ウェブサイト作成、ＳＮＳで情報発信など）

⑤消防団員によるイベント運営及びＰＲ
・防災関連イベントへブースを出展し、
若手・女性団員によるＰＲ活動を実施

住民イメージ

どんな活動をするの?

消防署と何が違う？

駆り出されて忙しい?

上下関係が厳しい？

消防の訓練が大変？

消防団の存在意義

地域密着

即時の対応力

有事の動員力

③消防団応援の店登録事業の実施（新規）
・消防団員へ特典や割引等のサービスを
提供する「消防団応援の店」を募集し、
頑張っている消防団員を応援

①ＰＲ動画の作成（新規）
・消防団活動や団員募集のＰＲ動画を
作成し、県のウェブサイト等に掲載

②ＰＲ動画の映画館上映（新規）
・ＰＲ動画を映画館で上映し、
消防団への理解と団員の募集を促進

消防保安室
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「情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係条例の整備に 

関する条例案」について（議案第６５号） 

 

行政経営課   

 

１ 改正理由 

情報通信技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しにより県民の利便性の向上を図るため、 

指定管理者が定める利用料金に係る掲示の方法について所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正内容 

アナログ規制の見直しにより、秋田県港湾施設管理条例（昭和３４年秋田県条例第１９号）など２５条例（別 

紙）について、指定管理者は、利用料金を各施設において公衆の見やすいように掲示するほか、当該指定管理者 

のウェブサイトに掲載するように努めなければならないこととする。 

 

３ 施行期日 

この条例は、令和７年４月１日から施行することとする。 
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（別紙） 

条例名 所管課名 

① 秋田県港湾施設管理条例（昭和３４年秋田県条例第１９号） 港湾空港課 

② 秋田県立都市公園条例（昭和５０年秋田県条例第７号） 都市計画課 

③ 秋田県勤労身体障害者スポーツセンター条例（昭和５１年秋田県条例第４４号） 雇用労働政策課 

④ 秋田県営自然公園施設条例（昭和５３年秋田県条例第５号） 自然保護課 

⑤ あきた芸術劇場条例（昭和３９年秋田県条例第３号） 文化振興課 

⑥ 秋田県総合保健センター条例（昭和６１年秋田県条例第３４号） 健康づくり推進課 

⑦ 秋田県総合生活文化会館条例（平成元年秋田県条例第１０号） 文化振興課 

⑧ 秋田県金属鉱業研修技術センター条例（平成２年秋田県条例第５０号） クリーンエネルギー産業振興課 

⑨ 秋田県営観光レクリエーション施設条例（平成４年秋田県条例第３６号） 観光戦略課 

⑩ 秋田県岩館漁港海岸休憩施設条例（平成５年秋田県条例第３５号） 水産漁港課 

⑪ 秋田県ふるさと村条例（平成５年秋田県条例第４５号） 観光戦略課 

⑫ 秋田県森林学習交流館条例（平成７年秋田県条例第１５号） 森林環境保全課 

⑬ 秋田県健康増進交流センター条例（平成９年秋田県条例第１５号） 健康づくり推進課 

⑭ 秋田県立田沢湖スポーツセンター条例（平成１０年秋田県条例第４４号） スポーツ振興課 

⑮ 秋田県大館能代空港周辺ふれあい緑地条例（平成１１年秋田県条例第３６号） 港湾空港課 

⑯ 秋田県産業振興プラザ条例（平成１１年秋田県条例第７９号） 地域産業振興課 

⑰ 秋田県立男鹿水族館条例（平成１５年秋田県条例第８４号） 観光戦略課 

⑱ 秋田県社会福祉会館条例（平成１７年秋田県条例第６２号） 地域・家庭福祉課 

⑲ 秋田県北部老人福祉総合エリア条例（平成１７年秋田県条例第６３号） 長寿社会課 

⑳ 秋田県中央地区老人福祉総合エリア条例（平成１７年秋田県条例第６４号） 長寿社会課 

㉑ 秋田県南部老人福祉総合エリア条例（平成１７年秋田県条例第６５号） 長寿社会課 

㉒ 秋田県児童会館条例（平成１７年秋田県条例第７２号） 次世代・女性活躍支援課 

㉓ 秋田県田沢湖スキー場条例（平成１８年秋田県条例第７７号） 観光戦略課 

㉔ 秋田県青少年交流センター条例（平成１１年秋田県条例第５号） 教育庁生涯学習課 

㉕ 秋田県自然体験活動センター条例（平成１８年秋田県条例第８６号） 教育庁生涯学習課 
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る
条
例
案
新
旧
対
照
表

秋
田
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
第
一
号
に
よ
る
改
正
）
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旧

（
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料
金
の
承
認
）

（
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用
料
金
の
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認
）

第
十
六
条
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第
十
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条
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２
・
３
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２
・
３
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４

指
定
管
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第
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項
の
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認
を
受
け
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利
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料
金
を
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リ
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施
設
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指
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管
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を
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け
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金
を
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施
設
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す
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定
め
る
と
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に
お
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や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
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ば

こ
ろ
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、
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信
回
線
に
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行
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自
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送
信
（
公
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さ
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か
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送
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く
。
）
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衆
の
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に
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す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
ら
な

い
。

い
。

秋
田
県
立
都
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公
園
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
二
十
三
条

略

第
二
十
三
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

特
定
指
定
管
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項
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承
認
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用
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金
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当
該
都
市

４
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認
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す
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ば
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秋
田
県
勤
労
身
体
障
害
者
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ー
条
例
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部
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正
（
第
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第
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号
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正
）
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旧
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認
）

（
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）

第
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条

略

第
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条

略
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３
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す
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。
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３
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に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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あ
き
た
芸
術
劇
場
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
一
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
三
条

略

第
十
三
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
劇
場
に
お
い
て

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
劇
場
に
お
い
て

公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接

受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信

を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て

直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に

送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
総
合
生
活
文
化
会
館
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
三
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
会
館
に
お
い
て

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
会
館
に
お
い
て

公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接

受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信

を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
金
属
鉱
業
研
修
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
四
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て

直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に

送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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秋
田
県
営
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
五
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
当
該
観
光
レ
ク

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
当
該
観
光
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
に
お
い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
に
お
い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公

け
れ
ば

衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら

の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
岩
館
漁
港
海
岸
休
憩
施
設
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
六
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
休
憩
施
設
に
お

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
休
憩
施
設
に
お

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て

直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に

送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
ふ
る
さ
と
村
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
七
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
二
十
二
条

略

第
二
十
二
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
（
テ
ナ
ン
ト
施
設

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
（
テ
ナ
ン
ト
施
設

の
利
用
料
金
を
除
く
。
）
を
ふ
る
さ
と
村
に
お
い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う

の
利
用
料
金
を
除
く
。
）
を
ふ
る
さ
と
村
に
お
い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う

に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接

に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、

放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に

供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
森
林
学
習
交
流
館
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
八
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
三
条

略

第
十
三
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
学
習
交
流
館
に

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
学
習
交
流
館
に

お
い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

お
い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ

て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的

に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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秋
田
県
健
康
増
進
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
（
第
二
条
第
九
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て

直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に

送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
立
田
沢
湖
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
十
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て

直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に

送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
大
館
能
代
空
港
周
辺
ふ
れ
あ
い
緑
地
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
十
一
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
三
条

略

第
十
三
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
ふ
れ
あ
い
緑
地

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
ふ
れ
あ
い
緑
地

に
お
い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

に
お
い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ

っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動

的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い

。

。

秋
田
県
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
十
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
プ
ラ
ザ
に
お
い

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
プ
ラ
ザ
に
お
い

て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直

接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送

信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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秋
田
県
立
男
鹿
水
族
館
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
十
三
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
九
条

略

第
九
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
水
族
館
に
お
い

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
水
族
館
に
お
い

て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直

接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送

信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
社
会
福
祉
会
館
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
十
四
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
会
館
に
お
い
て

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
会
館
に
お
い
て

公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接

受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信

を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
北
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
十
五
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
エ
リ
ア
に
お
い

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
エ
リ
ア
に
お
い

て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直

接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送

信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
中
央
地
区
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
十
六
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
エ
リ
ア
に
お
い

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
エ
リ
ア
に
お
い

て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直

接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送

信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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秋
田
県
南
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
十
七
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
エ
リ
ア
に
お
い

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
エ
リ
ア
に
お
い

て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直

接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送

信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
児
童
会
館
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
十
八
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
会
館
に
お
い
て

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
会
館
に
お
い
て

公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接

受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信

を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
田
沢
湖
ス
キ
ー
場
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
第
十
九
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
ス
キ
ー
場
に
お

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
ス
キ
ー
場
に
お

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て

直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に

送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
（
第
三
条
第
一
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公

衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応

じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

な

ら
な
い
。

ら
な
い
。
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秋
田
県
自
然
体
験
活
動
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
（
第
三
条
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
利
用
料
金
の
承
認
）

（
利
用
料
金
の
承
認
）

第
十
一
条

略

第
十
一
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

４

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
利
用
料
金
を
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
ほ
か
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

い
て
公
衆
の
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公

衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応

じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

な

ら
な
い
。

ら
な
い
。
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「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案」について（議案第６６号）

人事課

１ 改正理由

刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）による刑法（明治４０年法律第４５号）の一部

改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。

２ 改正内容

道路交通等保全に関する条例（昭和２４年秋田県条例第２５号）など２５条例（別紙）について、懲役

及び禁錮が廃止され新たに拘禁刑が設けられたことに伴い、所要の規定の整理を行う。

※ 拘禁刑

懲役と禁錮を一本化し、刑に処せられた者の改善更生を図るため、刑事施設において必要な作業を行わせ、又は必要

な指導を行うことができるものとする新たな刑罰

３ 施行期日等

⑴ この条例は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日（令和７年６月１日）から施行することとす

る。

⑵ この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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（別紙） 
条例名 所管課名 

① 道路交通等保全に関する条例（昭和２４年秋田県条例第２５号） 警察本部警備第二課 

② 一般職の職員の給与に関する条例（昭和２８年秋田県条例第２２号） 人事課 

③ 市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和２８年秋田県条例第５９号） 教育庁教職員給与課 

④ 職員の退職手当に関する条例（昭和２８年秋田県条例第８０号） 人事課 

⑤ 知事等の給与および旅費に関する条例（昭和３１年秋田県条例第３３号） 人事課 

⑥ 企業職員の給与の種類および基準を定める条例（昭和３１年秋田県条例第５１号） 公営企業課 

⑦ 教育長の給与及び旅費等に関する条例（昭和５８年秋田県条例第１７号） 教育庁教職員給与課 

⑧ 秋田県退職年金等および退職一時金等に関する条例（昭和３２年秋田県条例第２６号） 人事課 

⑨ 秋田県立自然公園条例（昭和３３年秋田県条例第３８号） 自然保護課 

⑩ 秋田県迷惑行為防止条例（昭和３９年秋田県条例第７６号） 警察本部生活安全企画課 

⑪ 秋田県自然環境保全条例（昭和４８年秋田県条例第２３号） 自然保護課 

⑫ 秋田県屋外広告物条例（昭和４９年秋田県条例第２０号） 都市計画課 

⑬ 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例（昭和５３年秋田県条例第３３号） 次世代・女性活躍支援課 

⑭ 秋田県情報公開条例（昭和６２年秋田県条例第３号） 広報広聴課 

⑮ 拡声機による暴騒音の規制に関する条例（平成５年秋田県条例第２８号） 警察本部警備第二課 

⑯ 秋田県性風俗関連特殊営業の青少年による利用の防止に関する条例（平成１３年秋田県条例第７３号） 警察本部人身安全対策課 

⑰ 秋田県統計調査条例（平成２１年秋田県条例第１４号） 調査統計課 

⑱ 秋田県暴力団排除条例（平成２３年秋田県条例第２９号） 警察本部組織犯罪対策課 

⑲ 秋田県行政不服審査会条例（平成２７年秋田県条例第５８号） 広報広聴課 

⑳ 個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年秋田県条例第４９号） 広報広聴課 

㉑ 秋田県個人情報保護審査会条例（令和４年秋田県条例第５０号） 広報広聴課 

㉒ 秋田県議会の保有する個人情報の保護に関する条例（令和４年秋田県条例第５３号） 議会事務局政務調査課 

㉓ 秋田県心身障害者扶養共済制度条例（昭和４５年秋田県条例第１３号） 障害福祉課 

㉔ 秋田県公害防止条例（昭和４６年秋田県条例第５２号） 環境管理課 

㉕ 砂防法施行条例（平成１５年秋田県条例第３２号） 河川砂防課 
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刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

道
路
交
通
等
保
全
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
五
条

第
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
許
可
を
受
け
な
い
示
威
行
進
又
は
示
威

第
五
条

第
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
許
可
を
受
け
な
い
示
威
行
進
又
は
示
威

運
動
を
指
揮
し
た
者
、
第
三
条
に
規
定
す
る
申
請
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て

運
動
を
指
揮
し
た
者
、
第
三
条
に
規
定
す
る
申
請
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て

許
可
を
受
け
た
者
又
は
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
公
安
委
員
会
が
付

許
可
を
受
け
た
者
又
は
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
公
安
委
員
会
が
付

し
た
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
者
は
、

一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三

し
た
許
可
の
条
件
に
違
反
し
た
者
は
、
こ
れ
を
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
二
十
一
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
条
第
一

第
二
十
一
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
四

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
四

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）

は
、
支
給
し
な
い
。

は
、
支
給
し
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

三

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
拘
禁

。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮

刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

四

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処

四

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処

分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の

分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の

者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に

者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮

以
上
の
刑
に

処
せ
ら
れ
た
も
の

処
せ
ら
れ
た
も
の

第
二
十
一
条
の
三

任
命
権
者
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と

第
二
十
一
条
の
三

任
命
権
者
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
職
員
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
に
離
職
し
た
も
の
が
次
の
各

さ
れ
て
い
た
職
員
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
に
離
職
し
た
も
の
が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し

止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職

一

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職

期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起

期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起

訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に

訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮

以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に

こ

限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に

限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に

規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合

を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合

二

略

二

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

任
命
権
者
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

５

任
命
権
者
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消
さ

当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一

時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事

時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事

件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
一

件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
一

時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

な
い
。

一

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
つ
た

一

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
つ
た

行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
つ
た

行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
つ
た

こ

場
合

場
合

二
・
三

略

二
・
三

略

６
～
９

略

６
～
９

略

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧
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第
二
十
二
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
条
第
一

第
二
十
二
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
条
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
四

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
四

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）

は
、
支
給
し
な
い
。

は
、
支
給
し
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

三

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
拘
禁

。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮

刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

四

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処

四

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処

分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の

分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の

者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に

者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮

以
上
の
刑
に

処
せ
ら
れ
た
も
の

処
せ
ら
れ
た
も
の

第
二
十
二
条
の
三

県
の
教
育
委
員
会
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る

第
二
十
二
条
の
三

県
の
教
育
委
員
会
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
職
員
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
に
離
職
し
た
も
の
が

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
職
員
で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
に
離
職
し
た
も
の
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一

時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職

一

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職

期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起

期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起

訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に

訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁
錮

以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に

こ

限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に

限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に

規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合

を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合

二

略

二

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

県
の
教
育
委
員
会
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

５

県
の
教
育
委
員
会
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取

り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
、
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る

て
、
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る

刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ

刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ

と
が
一
時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の

と
が
一
時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

一

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
つ
た

一

一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
つ
た

行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
つ
た

行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
つ
た

こ

場
合

場
合

二
・
三

略

二
・
三

略

６
～
９

略

６
～
９

略

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
四
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
）

（
退
職
手
当
の
支
払
の
差
止
め
）

第
十
三
条

退
職
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

第
十
三
条

退
職
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、

当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対
し
、

当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
を

当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を
差
し
止
め
る
処
分
を

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

一

職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
拘

一

職
員
が
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て
禁

禁
刑
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和

錮

以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和

こ

二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る

二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
六
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
に
よ
る

も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
判
決
の

も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
判
決
の

確
定
前
に
退
職
を
し
た
と
き
。

確
定
前
に
退
職
を
し
た
と
き
。

二

略

二

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
差
止
処
分
を
行
つ
た
退
職
手
当

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
差
止
処
分
を
行
つ
た
退
職
手
当

管
理
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、

管
理
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
当
該
支
払
差
止
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

速
や
か
に
当
該
支
払
差
止
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者

、
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
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が
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕

が
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕

さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
支
払
差
止
処
分
の
目
的

さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
支
払
差
止
処
分
の
目
的

に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

略

一

略

二

当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
の

二

当
該
支
払
差
止
処
分
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
支
払
差
止
処
分
の

理
由
と
な
つ
た
起
訴
又
は
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
つ
き
、
判
決
が
確
定

理
由
と
な
つ
た
起
訴
又
は
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
つ
き
、
判
決
が
確
定

し
た
場
合
（
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
及
び
無
罪
の
判
決
が

し
た
場
合
（
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
及
び
無
罪
の
判
決
が

こ

確
定
し
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が
あ
つ
た
場

確
定
し
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が
あ
つ
た
場

合
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

合
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

当
該
判
決
が
確
定
し
た
日
又
は
当
該
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が
あ
つ
た

当
該
判
決
が
確
定
し
た
日
又
は
当
該
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
が
あ
つ
た

日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
場
合

日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
場
合

三

略

三

略

６
～

略

６
～

略

10

10

（
退
職
後
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制

（
退
職
後
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制

限
）

限
）

第
十
四
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当

第
十
四
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当

等
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

等
の
額
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職

を
し
た
者
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
職

を
し
た
者
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
職

を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を

を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
の
支
払
を

受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

情
及
び
同
項
各
号
に
規
定
す
る
退
職
を
し
た
場
合
の
一
般
の
退
職
手
当
等
の

情
及
び
同
項
各
号
に
規
定
す
る
退
職
を
し
た
場
合
の
一
般
の
退
職
手
当
等
の

額
と
の
権
衡
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
全
部
又
は
一
部
を

額
と
の
権
衡
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
全
部
又
は
一
部
を

支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
限
る
。

合
に
あ
つ
て
は
、
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
限
る
。

）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

二
・
三

略

二
・
三

略

２
～
６

略

２
～
６

略

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）

（
退
職
を
し
た
者
の
退
職
手
当
の
返
納
）

第
十
五
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の

第
十
五
条

退
職
を
し
た
者
に
対
し
当
該
退
職
に
係
る
一
般
の
退
職
手
当
等
の

額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

額
が
支
払
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対

は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
を
し
た
者
に
対

し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の

し
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情
の
ほ
か
、
当
該
退
職
を
し
た
者
の

生
計
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を

生
計
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
を

し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
第
十
条

し
た
者
が
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
支
給
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
第
十
条

第
三
項
、
第
七
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る

第
三
項
、
第
七
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
た
者
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
手
当
受
給
可
能

こ
と
が
で
き
た
者
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
手
当
受
給
可
能

者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ

者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ

る
金
額
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
者
退
職
手
当
額
」
と
い
う

る
金
額
（
次
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
「
失
業
者
退
職
手
当
額
」
と
い
う

。
）
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が

。
）
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
返
納
を
命
ず
る
処
分
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に

関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

関
し
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

二
・
三

略

二
・
三

略

２
～
６

略

２
～
６

略

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当
額
の
納
付
）

（
退
職
手
当
受
給
者
の
相
続
人
か
ら
の
退
職
手
当
相
当
額
の
納
付
）

第
十
七
条

略

第
十
七
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期

４

退
職
手
当
の
受
給
者
が
、
当
該
退
職
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
基
礎
在
職
期

間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
を
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
十
五

該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
後
に
お
い
て
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
る
こ
と
な
く
死
亡
し
た
と
き
は
、
当

該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡

該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
死
亡

の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し

の
日
か
ら
六
月
以
内
に
限
り
、
当
該
退
職
手
当
の
受
給
者
の
相
続
人
に
対
し

、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ

、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
当
該
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職

ら
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
（
当
該
退
職
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を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
失
業
者
退
職
手

を
し
た
者
が
失
業
手
当
受
給
可
能
者
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
失
業
者
退
職
手

当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分

当
額
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
額
の
納
付
を
命
ず
る
処
分

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５
～
８

略

５
～
８

略

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
五
条
第
一
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
八
条

略

第
八
条

略

２

略

２

略

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
あ

ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。

つ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。

一

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
支
給
日
（
当
該
基
準
日
に
係

一

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
支
給
日
（
当
該
基
準
日
に
係

る
期
末
手
当
を
支
給
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
期
末
手
当
を
支
給
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
前
日
ま
で
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
者

の
前
日
ま
で
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
者

㈠

略

㈠

略

㈡

拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
失
職
し
た
知
事
等

㈡

禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
失
職
し
た
知
事
等

二

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

二

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

退
職
し
た
知
事
等
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
退
職
し
た

退
職
し
た
知
事
等
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
退
職
し
た

日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

た
も
の

た
も
の

三

次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

三

次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者

の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者

（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間

（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間

中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も

中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も

の

の

４

略

４

略

（
退
職
手
当
）

（
退
職
手
当
）

第
十
条

略

第
十
条

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
八
十

５

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
八
十

号
）
第
二
条
の
二
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
（
第
十
二
条
第
四
項

号
）
第
二
条
の
二
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
（
第
十
二
条
第
四
項

（
第
十
三
条
第
十
項
、
第
十
四
条
第
五
項
、
第
十
五
条
第
六
項
、
第
十
六
条

（
第
十
三
条
第
十
項
、
第
十
四
条
第
五
項
、
第
十
五
条
第
六
項
、
第
十
六
条

第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
五
条
第
一

十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
五
条
第
一

項
第
二
号
及
び
第
二
項
（
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
七
項
に
お
い

項
第
二
号
及
び
第
二
項
（
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
五
項
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
を

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
五
項
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
を

除
く
。
）
の
規
定
は
、
知
事
等
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

除
く
。
）
の
規
定
は
、
知
事
等
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
退
職
手
当
管
理
機
関
」
と
あ
る
の
は

合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
退
職
手
当
管
理
機
関
」
と
あ
る
の
は

「
退
職
手
当
管
理
機
関
（
知
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
一

「
退
職
手
当
管
理
機
関
（
知
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
一

号
中
「
懲
戒
免
職
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
懲
戒
免
職
処
分
（
罷
免
（
心
身
の

号
中
「
懲
戒
免
職
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
懲
戒
免
職
処
分
（
罷
免
（
心
身
の

故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
る
と
き
の
罷
免
を
除
く
。
）

故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
る
と
き
の
罷
免
を
除
く
。
）

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十

八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
（
同
法
第
十
六
条
第
三
号
に
該
当
す
る
場

八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
（
同
法
第
十
六
条
第
三
号
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
失
職
」

合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
失
職
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
お
よ
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
五
条
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
十
条

略

第
十
条

略

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
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ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ

ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。

て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

三

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
拘
禁

。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮

刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

四

知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る

四

知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る

処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ

処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ

の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑

の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮

以
上
の
刑

に
処
せ
ら
れ
た
も
の

に
処
せ
ら
れ
た
も
の

（
退
職
手
当
）

（
退
職
手
当
）

第
十
三
条

略

第
十
三
条

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
が
支
給
さ

５

退
職
を
し
た
者
に
対
し
ま
だ
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
が
支
給
さ

れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
退
職
を
し
た
者
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手
当
の
額
の
支
給

、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手
当
の
額
の
支
給

を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
当
該
退
職
手
当
の
全
部
又
は
一

を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
当
該
退
職
手
当
の
全
部
又
は
一

部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

部
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場

一

当
該
退
職
を
し
た
者
が
刑
事
事
件
（
当
該
退
職
後
に
起
訴
を
さ
れ
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
知
事
が
定
め
る
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事

合
に
あ
つ
て
は
、
知
事
が
定
め
る
基
礎
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事

事
件
に
限
る
。
）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

事
件
に
限
る
。
）
に
関
し
当
該
退
職
後
に
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

た
と
き
。

た
と
き
。

二
・
三

略

二
・
三

略

６
・
７

略

６
・
７

略

教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
五
条
第
三
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
三
条

略

第
三
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

４

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
あ

ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。

っ
て
は
、
そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。

一

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

一

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
罷
免
（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
罷
免
（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に

堪
え
な
い
と
認
め
る
と
き
の
罷
免
を
除
く
。
）
を
さ
れ
、
又
は
拘
禁
刑
以

堪
え
な
い
と
認
め
る
と
き
の
罷
免
を
除
く
。
）
を
さ
れ
、
又
は
禁
錮

以

上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
失
職
し
た
教
育
長

上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
失
職
し
た
教
育
長

二

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

二

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
教
育
長
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
退
職
し
た
教
育
長
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。
）
で
、
そ
の
退
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
拘
禁

。
）
で
、
そ
の
退
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮

刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

三

次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

三

次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者

の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者

（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間

（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間

中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も

中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も

の

の

５

略

５

略

（
退
職
手
当
）

（
退
職
手
当
）

第
四
条

略

第
四
条

略

２
～
４

略

２
～
４

略

５

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
八
十

５

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
八
十

号
）
第
二
条
の
二
か
ら
第
二
条
の
五
ま
で
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま

号
）
第
二
条
の
二
か
ら
第
二
条
の
五
ま
で
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま

で
（
同
条
例
第
十
二
条
第
四
項
（
同
条
例
第
十
三
条
第
十
項
、
第
十
四
条
第

で
（
同
条
例
第
十
二
条
第
四
項
（
同
条
例
第
十
三
条
第
十
項
、
第
十
四
条
第
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五
項
及
び
第
十
五
条
第
六
項
（
同
条
例
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第

五
項
及
び
第
十
五
条
第
六
項
（
同
条
例
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第

む
。
）
、
第
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第

十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
（
同
条
例
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十

十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
（
同
条
例
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十

七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
五
項
並
び
に

七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
五
項
並
び
に

第
十
八
条
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
教
育
長
の
退
職
手
当
に
つ
い
て

第
十
八
条
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
教
育
長
の
退
職
手
当
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
例
第
十
二
条
第
一
項
中
「
退
職
手

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
例
第
十
二
条
第
一
項
中
「
退
職
手

当
管
理
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
手
当
管
理
機
関
（
知
事
を
い
う
。
以
下

当
管
理
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
手
当
管
理
機
関
（
知
事
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
懲
戒
免
職
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
罷
免

同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
懲
戒
免
職
処
分
」
と
あ
る
の
は
「
罷
免

（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
る
と
き
の
罷
免
を

（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
る
と
き
の
罷
免
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
（
同
法
第
十
六
条
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
（
同
法
第
十
六
条
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
失
職
」
と

を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
失
職
」
と

、
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
十
五
条
第
一

、
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
十
五
条
第
一

項
第
三
号
及
び
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
懲
戒
免
職

項
第
三
号
及
び
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
懲
戒
免
職

処
分
」
と
あ
る
の
は
「
罷
免
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

処
分
」
と
あ
る
の
は
「
罷
免
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

秋
田
県
退
職
年
金
等
お
よ
び
退
職
一
時
金
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
六
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
在
職
年
の
除
算
）

（
在
職
年
の
除
算
）

第
六
条

次

に
掲
げ
る
年
月
数
は
、
在
職
年
か
ら
除
算
す
る
。

第
六
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
年
月
数
は
、
在
職
年
か
ら
除
算
す
る
。

一

退
職
年
金
又
は

公
務
傷
病
年
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に

一

退
職
年
金
ま
た
は
公
務
傷
病
年
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
退
職
給
権
の
基
礎
と
な
つ
た
在
職
年

お
い
て
、
そ
の
退
職
給
権
の
基
礎
と
な
つ
た
在
職
年

二

略

二

略

三

職
員
が
退
職
後
在
職
中
の
職
務
に
関
す
る
犯
罪
（
過
失
犯
を
除
く
。
）

三

職
員
が
退
職
後
在
職
中
の
職
務
に
関
す
る
犯
罪
（
過
失
犯
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
犯
罪
の
時
を

に
つ
い
て
禁
こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
犯
罪
の
時
を

含
む
引
き
続
い
た
在
職
年
月
数

含
む
引
き
続
い
た
在
職
年
月
数

四

略

四

略

（
失
格
）

（
失
格
）

第
十
一
条

職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
引
き

第
十
一
条

職
員
が
次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
引
き

続
い
た
在
職
に
つ
い
て
、
退
職
給
を
受
け
る
資
格
を
失
う
。

続
い
た
在
職
に
つ
い
て
、
退
職
給
を
受
け
る
資
格
を
失
う
。

一

懲
戒
又
は

教
員
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
に
よ
り
退
職
し
た
と
き
。

一

懲
戒
ま
た
は
教
員
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
に
よ
り
退
職
し
た
と
き
。

二

在
職
中
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

二

在
職
中
禁
こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

（
失
権
）

（
失
権
）

第
二
十
一
条

退
職
年
金
等
（
第
二
号
又
は
第
三
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
通

第
二
十
一
条

退
職
年
金
等
（
第
二
号
又
は
第
三
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
通

算
退
職
年
金
及
び
通
算
遺
族
年
金
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

算
退
職
年
金
及
び
通
算
遺
族
年
金
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
権
利
は
消
滅
す
る
。

が
次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
権
利
は
消
滅
す
る
。

一

略

一

略

二

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
三
年
を
超
え
る
拘
禁
刑

に

二

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
三
年
を
超
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
こ
の
刑
に

処
せ
ら
れ
た
と
き
。

処
せ
ら
れ
た
と
き
。

三

略

三

略

２

在
職
中
の
職
務
に
関
す
る
犯
罪
（
過
失
犯
を
除
く
。
）
に
よ
り
拘
禁
刑
以

２

在
職
中
の
職
務
に
関
す
る
犯
罪
（
過
失
犯
を
除
く
。
）
に
よ
り
禁
こ

以

上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
退
職
年
金
等
（
通
算
退
職
年
金
及
び
通
算

上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
退
職
年
金
等
（
通
算
退
職
年
金
及
び
通
算

遺
族
年
金
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
は
消
滅
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
在
職

遺
族
年
金
を
除
く
。
）
を
受
け
る
権
利
は
消
滅
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
在
職

が
退
職
年
金
を
受
け
た
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
再
在
職

が
退
職
年
金
を
受
け
た
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
再
在
職

に
よ
つ
て
生
じ
た
権
利
の
み
が
消
滅
す
る
。

に
よ
つ
て
生
じ
た
権
利
の
み
が
消
滅
す
る
。

（
退
職
年
金
の
停
止
）

（
退
職
年
金
の
停
止
）

第
二
十
九
条

退
職
年
金
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
が
三
年
以
下
の
拘
禁
刑

第
二
十
九
条

退
職
年
金
は
、
こ
れ
を
受
け
る
者
が
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁

に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
執

錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
執

行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
ま
で

行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
ま
で

停
止
す
る
。
た
だ
し
、
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
と
き
は

停
止
す
る
。
た
だ
し
、
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
と
き
は

停
止
せ
ず
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
刑

停
止
せ
ず
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
刑

の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
つ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
つ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
降
は
停
止
し
な

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
降
は
停
止
し
な
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い
。
こ
れ
ら
の
言
渡
し
を
執
行
猶
予
の
期
間
中
に
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

い
。
こ
れ
ら
の
言
渡
し
を
執
行
猶
予
の
期
間
中
に
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

取
消
し
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

取
消
し
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
停
止
す
る
。

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
停
止
す
る
。

（
遺
族
年
金
の
停
止
）

（
遺
族
年
金
の
停
止
）

第
五
十
二
条

遺
族
年
金
を
受
け
る
者
が
三
年
以
下
の
拘
禁
刑

に

第
五
十
二
条

遺
族
年
金
を
受
け
る
者
が
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に

処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
刑
の
執
行
を

処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
刑
の
執
行
を

終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
ま
で

終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
ま
で

遺
族
年
金
を
停
止
す
る
。
た
だ
し
、
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受

遺
族
年
金
を
停
止
す
る
。
た
だ
し
、
刑
の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受

け
た
と
き
は
停
止
せ
ず
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
と
き

け
た
と
き
は
停
止
せ
ず
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
と
き

は
、
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
つ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終

は
、
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
つ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終

わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
降

わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
降

は
停
止
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
言
渡
し
を
執
行
猶
予
の
期
間
中
に
取
り
消
さ
れ

は
停
止
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
言
渡
し
を
執
行
猶
予
の
期
間
中
に
取
り
消
さ
れ

た
と
き
は
、
取
消
し
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、

た
と
き
は
、
取
消
し
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
停
止
す
る
。

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
停
止
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
刑
の
執
行
中
又
は
そ

２

前
項
の
規
定
は
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
刑
の
執
行
中
又
は
そ

の
執
行
前
に
あ
る
者
に
遺
族
年
金
の
給
与
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
準
用
す

の
執
行
前
に
あ
る
者
に
遺
族
年
金
の
給
与
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
準
用
す

る
。

る
。

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
一
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
三
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行

第
三
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行

為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

。

。

一
・
二

略

一
・
二

略

第
三
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行

第
三
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行

為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

秋
田
県
迷
惑
行
為
防
止
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
十
七
条

第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百

第
十
七
条

第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
百

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

２

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役

又
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑

第
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

２

常
習
と
し
て
前
項
第
一
号
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁

２

常
習
と
し
て
前
項
第
一
号
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
九
条

略

第
十
九
条

略

２

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

２

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

又
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
十
条

略

第
二
十
条

略

２

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

２

常
習
と
し
て
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

又
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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秋
田
県
自
然
環
境
保
全
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
三
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
四
十
一
条

第
十
八
条
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

第
四
十
一
条

第
十
八
条
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
四
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁

第
四
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
四
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
二
十
九
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の

第
二
十
九
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の

拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
五
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
二
十
七
条

第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一

第
二
十
七
条

第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

年
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
～
５

略

２
～
５

略

秋
田
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
六
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
三
十
四
条

第
二
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一

第
三
十
四
条

第
二
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

年
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
七
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
九
条

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
命
令
又
は
同
条
第
二
項
の

第
九
条

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
命
令
又
は
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
警
察
署
長
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又

規
定
に
よ
る
警
察
署
長
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

又

は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

略

２

略

秋
田
県
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
の
青
少
年
に
よ
る
利
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
八
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
十
四
条

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は

第
十
四
条

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は

、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

又
は
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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一
～
三

略

一
～
三

略

３
～
５

略

３
～
５

略

秋
田
県
統
計
調
査
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
九
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑

第
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

２

略

２

略

第
十
七
条

第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
調

第
十
七
条

第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
取
扱
い
に
係
る
調

査
票
情
報
を
、
自
己
又
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、

査
票
情
報
を
、
自
己
又
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、

又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

第
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑

第
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

秋
田
県
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
十
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
十
八
条

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑

第
十
八
条

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

秋
田
県
行
政
不
服
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
十
一
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
八
条

第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年

第
八
条

第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年

以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
十
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

附

則

附

則

１
～
５

略

１
～
５

略

６

附
則
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
こ
の
条

６

附
則
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
こ
の
条

例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
た
個
人
の
秘
密
に
属
す

例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
た
個
人
の
秘
密
に
属
す

る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
旧
条
例
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ

る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
旧
条
例
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
提
供
し
た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

ル
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
提
供
し
た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
懲
役

又
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

７

附
則
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
業
務
又
は
事
務
に
関
し
て
知
り

７

附
則
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
業
務
又
は
事
務
に
関
し
て
知
り

得
た
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
た
旧
条
例

得
た
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
た
旧
条
例

第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
同
条
第
一
号
に

第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
行
政
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
同
条
第
一
号
に

規
定
す
る
個
人
情
報
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不

規
定
す
る
個
人
情
報
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不

正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の

正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の

拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

８
～

略

８
～

略

16

16
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秋
田
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
十
三
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
十
二
条

第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一

第
十
二
条

第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

年
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

秋
田
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
七
条
第
十
四
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
五
十
四
条

職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第
九
条
第
二
項
若
し
く
は

第
五
十
四
条

職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第
九
条
第
二
項
若
し
く
は

第
十
五
条
第
五
項
の
委
託
を
受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従

第
十
五
条
第
五
項
の
委
託
を
受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従

事
し
て
い
た
者
又
は
議
会
に
お
い
て
個
人
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
若
し
く
は

事
し
て
い
た
者
又
は
議
会
に
お
い
て
個
人
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
若
し
く
は

匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
若
し
く
は
従
事
し

匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
若
し
く
は
従
事
し

て
い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す

て
い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す

る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第
二
条
第
五
項
第
一
号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第
二
条
第
五
項
第
一
号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提

（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提

供
し
た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

供
し
た
と
き
は
、
二
年
以
下
の
懲
役

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

。

。

第
五
十
五
条

前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
保
有

第
五
十
五
条

前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
保
有

個
人
情
報
を
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し

個
人
情
報
を
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し

、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

金
に
処
す
る
。

第
五
十
六
条

職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の

第
五
十
六
条

職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の

用
に
供
す
る
目
的
で
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図

用
に
供
す
る
目
的
で
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図

画
又
は
電
磁
的
記
録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十

画
又
は
電
磁
的
記
録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
五
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
の
一
部
改
正
（
第
八
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
年
金
の
支
給
停
止
）

（
年
金
の
支
給
停
止
）

第
十
二
条

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
を
支
給
さ
れ
る
心
身
障
害
者

第
十
二
条

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
を
支
給
さ
れ
る
心
身
障
害
者

（
以
下
「
年
金
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

（
以
下
「
年
金
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
期
間
、
年
金
の
支
給
を
停
止
す
る
。

当
す
る
と
き
は
、
そ
の
該
当
す
る
期
間
、
年
金
の
支
給
を
停
止
す
る
。

一

略

一

略

二

拘
禁
刑

の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
と
き
。

二

懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
と
き
。

こ

三

略

三

略

秋
田
県
公
害
防
止
条
例
の
一
部
改
正
（
第
九
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
八
十
五
条

第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
又
は
第
四

第
八
十
五
条

第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
又
は
第
四

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
八
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁

第
八
十
六
条

次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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一
～
四

略

一
～
四

略

２

過
失
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
三
月
以
下
の
拘
禁
刑

２

過
失
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
三
月
以
下
の
禁
錮こ

又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
八
十
七
条

第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
第
四
項
又
は
第
六
十
二
条
の
規
定

第
八
十
七
条

第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
第
四
項
又
は
第
六
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
万
円
以
下
の

に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

又
は
五
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

罰
金
に
処
す
る
。

第
八
十
八
条

第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一

第
八
十
八
条

第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一

項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届

項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届

出
を
し
た
者
は
、
三
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

出
を
し
た
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役

又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

る
。

第
八
十
八
条
の
二

第
六
十
条
又
は
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず

第
八
十
八
条
の
二

第
六
十
条
又
は
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず

、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
三
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
万
円
以
下

、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役

又
は
五
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

の
罰
金
に
処
す
る
。

砂
防
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
（
第
十
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
二
十
一
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑

第
二
十
一
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

又
は
二
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

は
禁
錮
又
は
二
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

こ

一
～
十

略

一
～
十

略
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「職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例案」 

について（議案第６７号） 

 

人事課  

 

１ 改正理由 

過失による交通事故に起因して職員が失職する場合がある現状に鑑み、失職の特例を定める必要

がある。 

 

２ 改正内容 

⑴ 題名を「職員の分限に関する条例」に改めることとする。 

⑵ 任命権者は、過失による交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を

猶予された職員については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないもの

とすることができることとする。 

 

３ 施行期日等 

⑴ この条例は、公布の日から施行することとする。 

⑵ この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。 
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職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例

職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
意
に
反
す
る
降
任
、

八
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
意
に
反
す
る
降
任
、

免
職
、
休
職
及
び
降
給
の
手
続
及
び
効
果
並
び
に
失
職
の
特
例
に
関
し
規
定

免
職
、
休
職
及
び
降
給
の
手
続
及
び
効
果

に
関
し
規
定

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
失
職
の
特
例
）

第
五
条

任
命
権
者
は
、
過
失
に
よ
る
交
通
事
故
に
係
る
罪
に
よ
り
拘
禁
刑
以

上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
全
部
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
職
員
に
つ
い

て
、
情
状
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失

わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
を
失
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
職
員
が
そ
の
刑

の
全
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う

。
第
六
条

略

第
五
条

略
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「秋田県行政機関設置条例の一部を改正する条例案」について（議案第６８号） 

 

人事課  

 

１ 改正理由 

動物の愛護及び管理並びに狂犬病の予防に関する施策を一層推進するため、秋田県動物愛護センター

の所管区域の見直しを行う必要がある。 

 

２ 改正内容 

⑴ 保健所の事務から動物の管理に関する事務を除くこととする。 

⑵ 動物愛護センターの所管区域を秋田県とすることとする。 

 

業 務 現   行 改 正 後 

・動物の管理 

（犬、猫の引取り等） 

・狂犬病の予防 

（狂犬病罹患犬の処分等） 

・保健所 

【秋田中央保健所を除く】 

・動物愛護センター 

【秋田中央保健所管内 

（男鹿市、潟上市、南秋田郡）】 

・動物愛護センター【山本地区・秋田地区・由利地区】 

・動物愛護センター県北支所（大館福祉環境部環境指導課内）

【鹿角地区・北秋田地区】 

・動物愛護センター県南支所（仙北福祉環境部環境指導課内）

【仙北地区・平鹿地区・雄勝地区】 

                                

３ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和７年４月１日から施行することとする。 

⑵ この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。 
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秋
田
県
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
保
健
所
）

（
保
健
所
）

第
五
条

略

第
五
条

略

２

保
健
所
（
秋
田
県
秋
田
中
央
保
健
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
地
域
保

健
法
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
事
務
の
ほ
か
、
動
物
の
管
理
に

関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

（
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
）

（
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
）

第
七
条

略

第
七
条

略

２

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と

２

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

名

称

位

置

所

管

区

域

名

称

位

置

所

管

区

域

秋
田
県
動
物
愛
護

秋
田
市
雄
和
椿
川
字

秋
田
県

秋
田
県
動
物
愛
護

秋
田
市
雄
和
椿
川
字

秋
田
県
（
狂
犬
病
の
予
防
に

セ
ン
タ
ー

奥
椿
岱
一
番
地

セ
ン
タ
ー

奥
椿
岱
一
番
地

関
す
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、

男
鹿
市
、
潟
上
市
及
び
南
秋

田
郡
）
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「職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の 

一部を改正する条例案」について（議案第６９号）             

 

人事課  

 

１ 改正理由 

一般職の国家公務員に準じ勤務時間の割振り等の要件を緩和するとともに、育児休業、介護休業等育児 

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令

和６年法律第４２号）による育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律  

（平成３年法律第６７号）の一部改正により時間外勤務の制限の対象となる職員の範囲を拡大する等の必

要がある。 

 

２ 改正内容 

⑴ フレックスタイム制の拡充 

  職員の申告を考慮して、週休日のほかに勤務しない日を設けることができることとするとともに、対象

職員の範囲を拡大する。 

 

 現 行 改正後 

対象職員 試験研究に従事する職員 原則全ての職員 

週休日 日曜日及び土曜日 日曜日及び土曜日 

勤務時間を割り振らない日 － 週１日設定可能 
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⑵ 時間外勤務の制限の対象の拡大 

  子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合において、任命権者が時間外勤務をさせて 

はならない職員の範囲を、３歳に満たない子を養育する職員から小学校就学の始期に達するまでの子を 

養育する職員に拡大することとする。  

⑶ その他 

その他所要の規定の整理を行うこととする。 

 

３ 施行期日等 

  ⑴ この条例は、令和７年４月１日から施行することとする。 

 ⑵ 一般職の職員の給与に関する条例について所要の規定の整理を行うこととする。 
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休憩

休憩

休憩

コア
タイム

コア
タイム

コア
タイム

コア
タイム

勤務時間を割り振らない日（ 地域貢献活動 ／ 自己啓発 等）

〔勤務時間〕 7～22時で設定可能。
〔コアタイム〕この時間帯は必ず勤務する。
〔休憩時間〕 原則12～13時（追加・変更も可能）

勤務時間

特例（週休3日）

週1日だけ勤務時間を割り振らない日
を設けて週休3日にし、地域貢献活動
等に充てることが可能。

フレックスタイム制の活用事例①：地域貢献活動等に活用

8:15

9:30

11:30

9:30

0:00

１日当たりの

勤務時間

計 38:45※

※ 本例では1週間あたりの勤務時間を
38:45としているが、単位期間
（原則4週間）内で調整も可能。

休憩

休憩時間勤務時間（コアタイム）

休憩

休憩
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休憩

休憩

休憩

コア
タイム

コア
タイム

コア
タイム

コア
タイム

休憩

休憩

休憩

コアタイム除外日

週1日だけ最短勤務時間・コアタイム
の除外日を設けることが可能。
（週休3日の週は不可）

フレックスタイム制の活用事例②：育児・介護に活用

勤務時間 休憩時間勤務時間（コアタイム）

9:00

8:30

6:45

9:30

5:00

１日当たりの

勤務時間

計 38:45※

※ 本例では1週間あたりの勤務時間を
38:45としているが、単位期間
（原則4週間）内で調整も可能。

〔勤務時間〕 7～22時で設定可能。
〔コアタイム〕この時間帯は必ず勤務する。
〔休憩時間〕 原則12～13時（追加・変更も可能）

特例（コアタイム除外日）
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
の
形
態
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
の
形
態
）

第
十
二
条

法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次

第
十
二
条

法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務
の
形
態

の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務
の
形
態

と
す
る
。

と
す
る
。

一

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例

一

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
秋
田
県
条
例

第
三
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定

第
三
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
（
同
条
第
一
項

の
適
用
を
受
け
る
職
員

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
（
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、

に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、

又
は
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の

又
は
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の

う
ち
の
二
日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
（
育
児
短
時
間
勤
務

う
ち
の
二
日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
ご
と
の
期
間

を
し
よ
う
と
す
る
期
間
の
全
て
を
四
週
間
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
よ
う
と
す
る
期
間
を
一
週
間
、
二
週
間
、
三

週
間
又
は
四
週
間
に
区
分
し
た
各
期
間
）
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務

に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務

時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五

時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五

分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
、
か
つ
、
週
休
日
以
外
の

分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
、
か
つ
、

日
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の
間
に
お
い
て

一
日
に
つ
き
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の
間
に
お
い
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
以
上
勤
務
す
る
こ
と
。

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
以
上
勤
務
す
る
こ
と
。

二

略

二

略

（
部
分
休
業
の
承
認
）

（
部
分
休
業
の
承
認
）

第
二
十
五
条

略

第
二
十
五
条

略

２

略

２

略

３

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
、

３

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
、

当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
（
第
一
項

当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
（
第
一
項

に
規
定
す
る
任
命
権
者
が
定
め
る
勤
務
時
間
を
い
う
。
）
か
ら
五
時
間
四
十

に
規
定
す
る
任
命
権
者
が
定
め
る
勤
務
時
間
を
い
う
。
）
か
ら
五
時
間
四
十

五
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
育
児
時
間

五
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
育
児
時
間

又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉

又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
二
第
二
十

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
六
十
一
条
第
三
十
二
項

項

の
規
定
に
よ
る
介
護
を

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
を

す
る
た
め
の
時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
」

す
る
た
め
の
時
間
（
以
下

「
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
」

と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間

と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
介

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
介

護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間

護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
）
で
行
う
も
の
と
す
る
。

を
超
え
な
い
範
囲
内
）
で
行
う
も
の
と
す
る
。

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
）

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り

）

第
三
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

第
三
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

（
第
三
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

を
い
う

項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た

。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た

だ
し
、
任
命
権
者
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
当
該
育
児
短
時

だ
し
、
任
命
権
者
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
当
該
育
児
短
時

間
勤
務
の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の

間
勤
務
の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の

五
日
間
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
し
、
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い

五
日
間
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
し
、
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い

て
は
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に

て
は
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に

お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

略

２

略

３

任
命
権
者
は
、
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
次
条
の
規

３

任
命
権
者
は
、
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員

定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員

い
て
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か

の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
能

に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の

率
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
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勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合

人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週

に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
三
十
八
時
間
四
十
五

に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位

分
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
単
位

だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四

期
間
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な

週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
に
従
い
勤
務

る
よ
う
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時

時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
し
、
当
該
職
員
が
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
場
合

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る

に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
時
間
と
な
る
よ
う
に

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
場

当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤

務
の
内
容
に
従
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

（
週
休
日
の
振
替
等
）

（
週
休
日
の
振
替
等
）

第
五
条

任
命
権
者
は
、
職
員
に
第
三
条
第
一
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週

第
五
条

任
命
権
者
は
、
職
員
に
第
三
条
第
一
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週

休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場

休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
条
第
二
項
若

合
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
条
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（

し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割

で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割

り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に

り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に

割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
四
時
間

割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
四
時
間

を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
当

を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
当

該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
職
員
に
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割

り
振
ら
な
い
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要

が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
週
休

日
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
休
憩
時
間
）

（
休
憩
時
間
）

第
六
条

略

第
六
条

略

２

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

２

前
項
の
休
憩
時
間
は
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
が

こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩
時
間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
そ
の
他
の
休
憩
時
間
の

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
斉

基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

二

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
能
率
を
甚
だ

し
く
阻
害
す
る
と
き
。

三

職
員
か
ら
の
申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
き
。

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

第
八
条
の
二

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る

第
八
条
の
二

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定

子
（
民
法
（

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
子
（
民
法
（

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組

よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組

の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審

の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審

判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職

判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職

員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二

四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二

号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の

号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
第

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
第

十
五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
同
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者

十
五
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
た
め
又
は
第
三
号
に

（
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」
と
い
う

規
定
す
る
者
（
次
条
第
四
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）

。
）
の
あ
る
職
員
（
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

れ
た
職
員
を
除
く
。
）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
子
を
養
育
し
、
又
は
当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場

を
介
護
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場

合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
委
員
会
規
則
で

合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
、
職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
、
職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と

し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特
定
の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に

し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特
定
の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に

よ
る
勤
務
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
勤
務
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

二

小
学
校
（
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
を
含
む
。
）
に
就
学
し
て
い
る
子

二

小
学
校
（
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
を
含
む
。
）
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ

る
職
員
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

三

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員

２

略

２

略

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）

第
八
条
の
三

略

第
八
条
の
三

略

２

任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が

２

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い

子
の
あ
る
職
員
が

、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め

、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め

に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め

に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
前
条
第
二
項

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
前
条
第
二
項

に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く

に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く

臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

略

３

略

４

前
三
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（

子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（

午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

職
員
を
除
く
。
）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

職
員
を
除
く
。
）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

子
を
養
育
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
二
項

子
を
養
育
」
と
あ
り
、
第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、

及
び
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、

及
び
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の

は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
一
項
中
「
深
夜
に
お
け
る
」
と
あ
る

り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
一
項
中
「
深
夜
に
お
け
る
」
と
あ
る

の
は
「
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に

の
は
「
深
夜
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に

お
け
る
」
と
、
第
二
項
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た

お
け
る
」
と
、
第
二
項
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の

正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

略
。

５

略

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
二
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

第
七
条

略

第
七
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
支
給
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
支
給
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

給
与
期
間
の
初
日
か
ら
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
又
は
給
与
期
間
の
末
日

給
与
期
間
の
初
日
か
ら
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
又
は
給
与
期
間
の
末
日

ま
で
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
は
、
そ
の
給
料
額
は
、
そ
の
給
与
期
間
の

ま
で
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
は
、
そ
の
給
料
額
は
、
そ
の
給
与
期
間
の

現
日
数
か
ら
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
第
一
項

現
日
数
か
ら
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条

の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
並
び
に
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務

の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
の
日
数

時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合
計
日
数
を
差
し

を
差
し

引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。

引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
て
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

第
十
五
条

略

第
十
五
条

略

２

略

２

略

３

正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
正
規
の
勤
務
時
間

３

正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
正
規
の
勤
務
時
間

外
に
し
た
勤
務
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
第

外
に
し
た
勤
務
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
又
は
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤

の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日

務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
お
け
る
勤
務
の
う
ち
人

に
お
け
る
勤
務
の
う
ち
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
時
間
が
一
箇
月
に
つ
い
て
六

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
時
間
が
一
箇
月
に
つ
い
て
六

十
時
間
を
超
え
た
職
員
に
は
、
そ
の
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間

十
時
間
を
超
え
た
職
員
に
は
、
そ
の
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
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に
対
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十

に
対
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十

九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
百
五
十
（

九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
百
五
十
（

そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
は
、

百
分
の
百
七
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す

百
分
の
百
七
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す

る
。

る
。

４
・
５

略

４
・
５

略

６

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
一
項
（
同
条

６

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
時
間
条
例
第
五
条

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

の
規
定
に
よ
り

、
あ
ら
か
じ
め
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
四

、
あ
ら
か
じ
め
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
四

条
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
一
週
間
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
項
及
び

条
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
一
週
間
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
勤

次
項
に
お
い
て
「
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
勤

務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超

務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
割
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超

え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
に

え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）
に

対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間

対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間

当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
二
十
五
か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人

当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
二
十
五
か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
時
間
外
勤
務
手
当
と
し

て
支
給
す
る
。

て
支
給
す
る
。

７

短
時
間
勤
務
職
員
が
、
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に

７

短
時
間
勤
務
職
員
が
、
勤
務
時
間
条
例
第
五
条

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
割
振
り

の
規
定
に
よ
り
、
割
振
り

変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割

変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割

振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま

振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま

で
の
間
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

で
の
間
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
休
日
勤
務
手
当
）

（
休
日
勤
務
手
当
）

第
十
六
条

祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
第

第
十
六
条

祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
第

四
条
の
規
定
に
基
づ
き
毎
日
曜
日
を
週
休
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員
以
外

四
条
の
規
定
に
基
づ
き
毎
日
曜
日
を
週
休
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員
以
外

の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る

の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
同
条
例

第
九
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る

休
日
が
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

休
日
が
同
条
例

第
四
条
及
び
第
五
条

の
規
定
に
基
づ
く
週
休

日
に
当
た
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
）
及
び
年
末
年
始
の

日
に
当
た
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
）
及
び
年
末
年
始
の

休
日
等
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た

休
日
等
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た

職
員
に
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
、
勤
務
一

職
員
に
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
、
勤
務
一

時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額

時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額

に
百
分
の
百
二
十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規

に
百
分
の
百
二
十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
休
日
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
休
日
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

第
十
八
条
の
二

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要

第
十
八
条
の
二

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要

そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第

そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第

四
条
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
若
し
く
は
勤
務
時
間
条

四
条
及
び
第
五
条

の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
又
は

例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

又
は
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
（
次
項
に
お
い

祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
（
次
項
に
お
い

て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管

て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

２
～
４

略

２
～
４

略
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「県議会議員の議員報酬等に関する条例等の一部を改正する条例案」について（議案第７０号）

人事課

１ 改正理由
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律（令和６年法律第２２号）及び国家公務員等

の旅費支給規程の一部を改正する省令（令和６年財務省令第７０号）の施行により、現地経費及び宿泊
料を支給する旅行地の区分について所要の規定の整備を行う必要がある。

２ 改正内容
⑴ 次に掲げる条例における現地経費及び宿泊料を支給する旅行地の区分について、改正前の国家公務
員等の旅費に関する法律及び国家公務員等の旅費支給規程の規定を適用する。
① 県議会議員の議員報酬等に関する条例（昭和２２年秋田県条例第１０号）
② 知事等の給与および旅費に関する条例（昭和３１年秋田県条例第３３号）
③ 職員等の旅費に関する条例（昭和２８年秋田県条例第６３号）

【参考】内国旅行における現地経費及び宿泊料を支給する旅行地の区分
甲地方･･･東京都特別区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市、福岡市 ほか７市
乙地方･･･甲地方以外の地域

⑵ その他所要の規定の整理を行う。

３ 施行期日
この条例は、令和７年４月１日から施行することとする。
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県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
第
一
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

（
表

略
）

（
表

略
）

備
考

備
考

一

指
定
都
市
と
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正

一

指
定
都
市
と
は
、

す
る
省
令
（
令
和
六
年
財
務
省
令
第
七
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
家

国
家

公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号

公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号

）
で
定
め
る
都
市
の
地
域
を
い
い
、

。
以
下
「
支
給
規
程
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
都
市
の
地
域
を
い
い
、

甲
地
方
と
は
、
北
米
地
域
、
欧
州
地
域
及
び
中
近
東
地
域
と
し
て
同
令

甲
地
方
と
は
、
北
米
地
域
、
欧
州
地
域
及
び
中
近
東
地
域
と
し
て
支
給

で

定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の
地
域
で
同
令
で

規
程
で
定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の
地
域
で
支
給
規

定
め
る
地
域
を
い
い
、
丙
地
方
と
は
、
ア
ジ
ア
地
域
（
本
邦
を
除

程
で
定
め
る
地
域
を
い
い
、
丙
地
方
と
は
、
ア
ジ
ア
地
域
（
本
邦
を
除

く
。
）
、
中
南
米
地
域
、
大
洋
州
地
域
、
ア
フ
リ
カ
地
域
及
び
南
極
地

く
。
）
、
中
南
米
地
域
、
大
洋
州
地
域
、
ア
フ
リ
カ
地
域
及
び
南
極
地

域
と
し
て
同
令
で

定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の

域
と
し
て
支
給
規
程
で
定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の

地
域
で
同
令
で

定
め
る
地
域
を
い
い
、
乙
地
方
と
は
、
指
定
都
市

地
域
で
支
給
規
程
で
定
め
る
地
域
を
い
い
、
乙
地
方
と
は
、
指
定
都
市

、
甲
地
方
及
び
丙
地
方
の
地
域
以
外
の
地
域
（
本
邦
を
除
く
。
）
を
い

、
甲
地
方
及
び
丙
地
方
の
地
域
以
外
の
地
域
（
本
邦
を
除
く
。
）
を
い

う
。

う
。

二

略

二

略

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
第
二
号
に
よ
る
改
正
）

新

旧

別
表
第
三
（
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
十
一
条
関
係
）

（
表

略
）

（
表

略
）

備
考

備
考

一

指
定
都
市
と
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正

一

指
定
都
市
と
は
、

す
る
省
令
（
令
和
六
年
財
務
省
令
第
七
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
家

国
家

公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号

公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号

）
で
定
め
る
都
市
の
地
域
を
い
い
、

。
以
下
「
支
給
規
程
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
都
市
の
地
域
を
い
い
、

甲
地
方
と
は
、
北
米
地
域
、
欧
州
地
域
及
び
中
近
東
地
域
と
し
て
同
令

甲
地
方
と
は
、
北
米
地
域
、
欧
州
地
域
及
び
中
近
東
地
域
と
し
て
支
給

で

定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の
地
域
で
同
令
で

規
程
で
定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の
地
域
で
支
給
規

定
め
る
地
域
を
い
い
、
丙
地
方
と
は
、
ア
ジ
ア
地
域
（
本
邦
を
除

程
で
定
め
る
地
域
を
い
い
、
丙
地
方
と
は
、
ア
ジ
ア
地
域
（
本
邦
を
除

く
。
）
、
中
南
米
地
域
、
大
洋
州
地
域
、
ア
フ
リ
カ
地
域
及
び
南
極
地

く
。
）
、
中
南
米
地
域
、
大
洋
州
地
域
、
ア
フ
リ
カ
地
域
及
び
南
極
地

域
と
し
て
同
令
で

定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の

域
と
し
て
支
給
規
程
で
定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の

地
域
で
同
令
で

定
め
る
地
域
を
い
い
、
乙
地
方
と
は
、
指
定
都
市

地
域
で
支
給
規
程
で
定
め
る
地
域
を
い
い
、
乙
地
方
と
は
、
指
定
都
市

、
甲
地
方
及
び
丙
地
方
の
地
域
以
外
の
地
域
（
本
邦
を
除
く
。
）
を
い

、
甲
地
方
及
び
丙
地
方
の
地
域
以
外
の
地
域
（
本
邦
を
除
く
。
）
を
い

う
。

う
。

二

略

二

略

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

別
表
第
一
（
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、

、
第
二
十
七
条
関
係

別
表
第
一
（
第
二
十
条
―

第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
関
係

）

）

（
表

略
）

（
表

略
）

備
考

備
考

宿
泊
料
の
欄
中
甲
地
方
と
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律

宿
泊
料
の
欄
中
甲
地
方
と
は
、

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
に
よ
る
改
正

前
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

十
四
号
）
別
表
第
一
の
一
の
備
考
に
定
め
る
甲
地
方
の
地
域
を
い
い
、
乙

十
四
号
）
別
表
第
一
の
一
の
備
考
に
定
め
る
甲
地
方
の
地
域
を
い
い
、
乙

地
方
と
は
、
そ
の
他
の
地
域
を
い
う
。
固
定
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
い
場

地
方
と
は
、
そ
の
他
の
地
域
を
い
う
。
固
定
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
い
場

合
に
は
、
乙
地
方
に
宿
泊
し
た
も
の
と
み
な
す
。

合
に
は
、
乙
地
方
に
宿
泊
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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別
表
第
三
（
第
三
十
五
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
五
条
関
係
）

（
表

略
）

（
表

略
）

備
考

備
考

一

指
定
都
市
と
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正

一

指
定
都
市
と
は
、

す
る
省
令
（
令
和
六
年
財
務
省
令
第
七
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
家

国
家

公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号

公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号

）
で
定
め
る
都
市
の
地
域
を
い
い
、

。
以
下
「
支
給
規
程
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
都
市
の
地
域
を
い
い
、

甲
地
方
と
は
、
北
米
地
域
、
欧
州
地
域
及
び
中
近
東
地
域
と
し
て
同
令

甲
地
方
と
は
、
北
米
地
域
、
欧
州
地
域
及
び
中
近
東
地
域
と
し
て
支
給

で

定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の
地
域
で
同
令
で

規
程
で
定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の
地
域
で
支
給
規

定
め
る
地
域
を
い
い
、
丙
地
方
と
は
、
ア
ジ
ア
地
域
（
本
邦
を
除

程
で
定
め
る
地
域
を
い
い
、
丙
地
方
と
は
、
ア
ジ
ア
地
域
（
本
邦
を
除

く
。
）
、
中
南
米
地
域
、
大
洋
州
地
域
、
ア
フ
リ
カ
地
域
及
び
南
極
地

く
。
）
、
中
南
米
地
域
、
大
洋
州
地
域
、
ア
フ
リ
カ
地
域
及
び
南
極
地

域
と
し
て
同
令
で

定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の

域
と
し
て
支
給
規
程
で
定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の

地
域
で
同
令
で

定
め
る
地
域
を
い
い
、
乙
地
方
と
は
、
指
定
都
市

地
域
で
支
給
規
程
で
定
め
る
地
域
を
い
い
、
乙
地
方
と
は
、
指
定
都
市

、
甲
地
方
及
び
丙
地
方
の
地
域
以
外
の
地
域
（
本
邦
を
除
く
。
）
を
い

、
甲
地
方
及
び
丙
地
方
の
地
域
以
外
の
地
域
（
本
邦
を
除
く
。
）
を
い

う
。

う
。

二

略

二

略
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「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」について（議案第７１号）

人事課

１ 改正理由

人事委員会による「職員の給与等に関する報告及び勧告」に鑑み、給料表の号給構成、扶養手当の額、

通勤手当の支給限度額及び寒冷地手当の支給対象職員を改める等の必要がある。

２ 改正内容

⑴ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条）

① 給料

給料表の号給構成を改める。（別表第１～別表第６関係）

② 昇給

行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び同表以外の各給料表の

適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当する職員は、当該職員の勤務成績が極めて良好又は特

に良好である場合に限り昇給させる。（第５条第７項関係）

③ 扶養手当

配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当の支給額を１３，０００円（現行１０，０００円）に引上
げる。（第１０条関係）

- 54 -



④ 地域手当

級地の区分を５区分（現行７区分）とし、支給割合を改める。（第１１条の２第２項関係）

⑤ 通勤手当

ア １月当たりの支給額について、交通機関等に係る通勤手当及び交通用具等に係る通勤手当並びに

特別急行列車等に係る通勤手当の額を合算した額の限度を１５０，０００円とする。（第１２条関

係）

イ 特別急行列車等に係る通勤手当の要件のうち、特別急行列車等の利用が通勤事情の改善に相当程

度資するものであるとする要件を廃止する。（第１２条関係）

⑥ 単身赴任手当

新たに給料表の適用を受ける職員にも手当を支給する。（第１２条２第２項関係）

⑦ 管理職員特別勤務手当

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により平日の深夜に勤務をした管理又は監督の地位にあ

る職員に支給される手当について、支給対象時間帯を平日の午後１０時から翌日の午前５時まで（現

行は平日の午前０時から午前５時まで）とする。（第１８条の２関係）

⑧ 寒冷地手当

ア 次に掲げる地域に在勤又は居住する職員若しくは寒冷及び積雪の度を考慮して人事委員会規則で

定める基準に適合する公署に在勤する職員に支給する。（第２３条及び別表第７の２関係）
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秋田市（旧河辺町及び旧雄和町の区域に限る。）、能代市（旧二ツ井町の区域に限る。）、

横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市（旧矢島町、旧鳥海町及び旧東由利町の区域に限

る。）、潟上市（旧昭和町及び旧飯田川町の区域に限る。）、大仙市、北秋田市、仙北市、

小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町（旧琴丘町及び旧山本町の区域に限る。）、八峰町、

五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町、羽後町、東成瀬村

イ ３年間の経過措置を設けることとし、次の表に掲げる額を支給する。（改正附則第９項及び第

１０項関係）

世帯等の区分
経過措置額

令和７年度 令和８年度 令和９年度

世帯主である職員
扶養親族のある職員 14,850円 9,900円 4,950円

扶養親族のない職員 8,550円 5,700円 2,850円

その他の職員 6,150円 4,100円 2,050円

⑨ 定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当

医師等に対する特例としての地域手当、住居手当、特地勤務手当（特地勤務手当に準ずる手当を含

む。）及び寒冷地手当を支給する。（第１９条第１項及び第２３条の６第２項関係）

⑵ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正（第２条）

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第３条第１号の規定により採用された職員に、災害への

対処その他の臨時又は緊急の必要により平日の深夜に勤務をした管理又は監督の地位にある職員に支給

される管理職員特別勤務手当を支給する。（第６条第２項関係）

- 56 -



⑶ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正（第３条）

① 業績手当

特定任期付職員の手当を廃止する。（第７条関係）

② 管理職員特別勤務手当

特定任期付職員に、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により平日の深夜に勤務をした管理

又は監督の地位にある職員に支給される手当を支給する。（第８条第２項関係）

③ 期末・勤勉手当

特定任期付職員に勤勉手当を支給することとし、支給月数を次のとおりとする。（第８条第２項関

係）

支給月 手当区分 令和６年度（現行） 令和７年度以降

６月 期末手当 １．６７５月 ０．９５月

勤勉手当 － ０．８７５月

１２月 期末手当 １．７７５月 ０．９５月

勤勉手当 － ０．８７５月

年間計 ３．４５月 ３．６５月

⑷ 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正（第４条）

暫定再任用職員に、医師等に対する特例としての地域手当、住居手当、特地勤務手当（特殊勤務手当

に準ずる手当を含む。）及び寒冷地手当を支給する。（附則第８項関係）
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３ 施行期日等

⑴ この条例は、令和７年４月１日から施行することとする。

⑵ この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。

⑶ 知事等の給与および旅費に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例について所要の規定の整理

を行うこととする。
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一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表
表

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
）

（
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
）

第
五
条

略

第
五
条

略

２
～
６

略

２
～
６

略

７

次
に
掲
げ
る

７

五
十
五
歳
（
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
五

十
七
歳
）
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
超
え
て
在
職
す
る

職
員
の
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る

職
員
の
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
け
る

当
該
職
員
の
勤
務
成
績
が
極
め
て
良
好
又
は
特
に
良
好
で
あ
る
場
合
に
限
り

当
該
職
員
の
勤
務
成
績
が
極
め
て
良
好
又
は
特
に
良
好
で
あ
る
場
合
に
限
り

行
う
も
の
と
し
、
昇
給
さ
せ
る
場
合
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
勤
務
成
績
に
応

行
う
も
の
と
し
、
昇
給
さ
せ
る
場
合
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
勤
務
成
績
に
応

じ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

じ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
い
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

五
十
五
歳
（
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、

五
十
七
歳
）
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を
超
え
て
在
職

す
る
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

二

行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上

で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の

職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

職
員

８
～

略

11

８
～

略

11
（
扶
養
手
当
）

（
扶
養
手
当
）

第
十
条

扶
養
手
当
は
、
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。
た
だ

第
十
条

扶
養
手
当
は
、
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。
た
だ

し
、
次
項
第
二
号
か
ら
第
五
号

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

し
、
次
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

扶
養
親
族
（
第
三
項
に
お
い
て
「
扶
養
親
族
た
る
父
母
等
」
と
い
う
。
）
に

扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等

」
と
い
う
。
）
に

係
る
扶
養
手
当
は
、
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の

係
る
扶
養
手
当
は
、
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の

級
が
九
級
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

級
が
九
級
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
職
員

に
対
し
て
は
、
支

め
る
職
員
（
以
下
「
行
政
職
九
級
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
支

給
し
な
い
。

給
し
な
い
。

２

前
項
本
文
の
扶
養
親
族
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
他
に
生
計
の
途
が
な
く

２

前
項
本
文
の
扶
養
親
族
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
他
に
生
計
の
途
が
な
く

主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。

主
と
し
て
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。

一

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

一
～
五

略

二
～
六

略

３

扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お

３

扶
養
手
当
の
月
額
は
、
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等

い
て
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
三

千
円
、
扶
養
親
族
た
る
父
母
等
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
六
千
五
百
円
（
行

に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
六
千
五
百
円
（
行

政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
る
も
の

政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
で
あ
る
も
の

及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ

及
び
同
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ

れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
（
以
下
「
行

に
あ
つ
て
は
、
三
千
五
百
円
）

政
職
八
級
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
三
千
五
百
円
）
、
前
項
第

二
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に

と
す
る
。

つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
一
万
円
と
す
る
。

４

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日

４

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
十
五
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日

か
ら
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

か
ら
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以

に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当

下
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当

の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
円
に
当
該
期
間
に
あ
る
当

の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
千
円
に
特
定
期
間
に
あ
る
当

該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加

該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加

算
し
た
額
と
す
る
。

算
し
た
額
と
す
る
。

５

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
親
族
の
数
の
変
更
に
伴
う
支
給

額
の
改
定
そ
の
他
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
。

第
十
一
条

削
除

第
十
一
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
（
行
政
職
九
級
職
員
等
に

あ
つ
て
は
、
扶
養
親
族
た
る
子
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
、
行
政
職
九
級
職

員
等
か
ら
行
政
職
九
級
職
員
等
以
外
の
職
員
と
な
つ
た
職
員
に
扶
養
親
族
た

る
配
偶
者
、
父
母
等
が
あ
る
場
合
又
は
職
員
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
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げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
員
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

新
た
に
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場

合
（
行
政
職
九
級
職
員
等
に
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
と
し
て
の

要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合
（
扶
養
親

族
た
る
子
又
は
前
条
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
に
該
当
す
る
扶
養

親
族
が
、
二
十
二
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
の
経
過

に
よ
り
、
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
及
び
行
政
職

九
級
職
員
等
に
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
と
し
て
の
要
件
を
欠
く

に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

２

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
（
行
政
職

九
級
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
扶
養
親
族
た
る
子
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
そ
の
者
が
職
員
と
な
つ
た
日
、
行
政
職
九
級
職
員
等
か
ら
行
政
職

九
級
職
員
等
以
外
の
職
員
と
な
つ
た
職
員
に
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母

等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
職
員
に
扶
養
親
族
た
る
子
で
前
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
な
い
と
き
は
そ
の
職
員
が
行
政
職
九
級
職
員
等
以

外
の
職
員
と
な
つ
た
日
、
職
員
に
扶
養
親
族
（
行
政
職
九
級
職
員
等
に
あ
つ

て
は
、
扶
養
親
族
た
る
子
に
限
る
。
）
で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

も
の
が
な
い
場
合
に
お
い
て
そ
の
職
員
に
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生

じ
た
と
き
は
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
こ
れ
ら
の
日
が

月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
扶
養
手

当
を
受
け
て
い
る
職
員
が
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
者
が
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
、
行
政
職
九
級
職
員
等
以
外
の

職
員
か
ら
行
政
職
九
級
職
員
等
と
な
つ
た
職
員
に
扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、

父
母
等
で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ

の
職
員
に
扶
養
親
族
た
る
子
で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
な

い
と
き
は
そ
の
職
員
が
行
政
職
九
級
職
員
等
と
な
つ
た
日
、
扶
養
手
当
を
受

け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
（
行
政
職
九
級
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
扶
養
親

族
た
る
子
に
限
る
。
）
で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の
全
て
が

扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
事
実
が

生
じ
た
日
の
属
す
る
月
（
こ
れ
ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給

の
開
始
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の

生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受

理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

３

扶
養
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の

初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す

る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生

じ
た
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
支
給
額
の
改
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
更
に
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
実

が
生
じ
た
場
合

二

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
（
行
政
職
九
級
職
員
等
に

あ
つ
て
は
、
扶
養
親
族
た
る
子
に
限
る
。
）
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
に
係
る
も
の
の
一
部
が
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
場

合
三

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
及
び
扶
養
親
族
た
る
子
で
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
が
あ
る
行
政
職
九
級
職
員
等
が
行
政
職
九

級
職
員
等
以
外
の
職
員
と
な
つ
た
場
合

四

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係

る
も
の
が
あ
る
行
政
職
八
級
職
員
等
が
行
政
職
八
級
職
員
等
及
び
行
政
職

九
級
職
員
等
以
外
の
職
員
と
な
つ
た
場
合

五

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係

る
も
の
及
び
扶
養
親
族
た
る
子
で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の

が
あ
る
職
員
で
行
政
職
九
級
職
員
等
以
外
の
も
の
が
行
政
職
九
級
職
員
等

と
な
つ
た
場
合

六

扶
養
親
族
た
る
配
偶
者
、
父
母
等
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係

る
も
の
が
あ
る
職
員
で
行
政
職
八
級
職
員
等
及
び
行
政
職
九
級
職
員
等
以
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外
の
も
の
が
行
政
職
八
級
職
員
等
と
な
つ
た
場
合

七

職
員
の
扶
養
親
族
た
る
子
で
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の

の
う
ち
特
定
期
間
に
あ
る
子
で
な
か
つ
た
者
が
特
定
期
間
に
あ
る
子
と
な

つ
た
場
合

（
地
域
手
当
）

（
地
域
手
当
）

第
十
一
条
の
二

略

第
十
一
条
の
二

略

２

地
域
手
当
の
月
額
は
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合

２

地
域
手
当
の
月
額
は
、
給
料
、
管
理
職
手
当
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合

計
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該

計
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該

各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

三
級
地

百
分
の
十
二

三

三
級
地

百
分
の
十
五

四

四
級
地

百
分
の
八

四

四
級
地

百
分
の
十
二

五

五
級
地

百
分
の
四

五

五
級
地

百
分
の
十

六

六
級
地

百
分
の
六

七

七
級
地

百
分
の
三

３

略

３

略

（
住
居
手
当
）

（
住
居
手
当
）

第
十
一
条
の
四

住
居
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

第
十
一
条
の
四

住
居
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

一

略

一

略

二

第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当
を

二

第
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当
を

支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶
者

同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
居
住
す
る

が
居
住
す
る

た
め
の
住
宅
（
県
が
設
置
す
る
公
舎
そ
の
他
の
住
宅
で
人
事
委
員
会
規
則

た
め
の
住
宅
（
県
が
設
置
す
る
公
舎
そ
の
他
の
住
宅
で
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
二
千
円
を
超
え
る

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
借
り
受
け
、
月
額
一
万
二
千
円
を
超
え
る

家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ

家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

２
・
３

略

２
・
３

略

（
通
勤
手
当
）

（
通
勤
手
当
）

第
十
二
条

通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

第
十
二
条

通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

一

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
こ
の
条

一

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項

に
お
い
て
「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又

ま
で
に
お
い
て
「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又

は
料
金
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と
い
う

は
料
金
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と
い
う

。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な

。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な

け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ

け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ

て
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場

て
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場

合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
号

合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

二
・
三

略

二
・
三

略

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

２

通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の

通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
次
項
及
び
第
四
項

に

通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に

お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
。
た
だ
し
、
運
賃
等
相
当
額
を

支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
号
に

お
い
て
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
が
五
万
五
千

円
を
超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
支
給
単

位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
職
員
が
二
以
上
の
交
通
機
関
等

を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
運
賃
等
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て

、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る

と
き
は
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長

い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数

を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

略

二

略

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自

動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通

動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通

勤
距
離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情

勤
距
離
、
交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情
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を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
前
二
号
に
定
め

を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
前
二
号
に
定
め

る
額

る
額
（
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
前
号
に
定
め
る
額
の
合
計

額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支

給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に

、
第
一
号
に
定
め
る
額

当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
、
第
一
号
に
定
め
る
額

又
は
前
号
に
定
め
る
額

又
は
前
号
に
定
め
る
額

３

第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

３

第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
の
う
ち
、
通
勤
の
た
め
、
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の

る
も
の
の
う
ち
、
通
勤
の
た
め
、
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の

他
の
交
通
機
関
等
（
第
一
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
別
急
行
列
車
等
」
と

他
の
交
通
機
関
等
（
第
一
号

に
お
い
て
「
特
別
急
行
列
車
等
」
と

い
う
。
）

い
う
。
）
で
そ
の
利
用
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
通

を
利

勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利

用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か

用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
（
そ
の
利
用
に
係
る
運
賃
等
の
額
か

ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た

ら
運
賃
等
相
当
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
運
賃
等
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た

額
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

額
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る

も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲

も
の
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

げ
る
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

特
別
急
行
列
車
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当

支

一

特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事

給
単
位
期
間
に
つ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位

し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に

期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
。
た
だ
し
、
当

相
当
す
る
額
（
次
項
に
お
い
て
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）

該
額
を
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
が
四
万
円
を

超
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
四
万
円
に
支
給
単
位
期
間
の

月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
職
員
が
二
以
上
の
特
別
急
行
列
車
等
を
利

用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
特
別
料
金
等
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て

、
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
相
当
額
の
合
計
額
が
四
万
円
を
超
え
る

と
き
は
、
当
該
職
員
の
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
支
給

単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
四
万
円
に
当
該
支

給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

略

二

略

４

運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
交
通

機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
、
第
二
項
第
二

号
に
定
め
る
額
及
び
特
別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で

除
し
て
得
た
額
（
特
別
急
行
列
車
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
合
計
額
）
の
合
計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位

期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
十
五
万
円
に
当
該
支
給
単

位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

５

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当

４

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当

に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
）
に
係
る
最
初
の
月
（
第

に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
）
に
係
る
最
初
の
月
（
前

三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
に
あ
つ
て
は
、
最
初
の
月
の
翌
月
）

項

の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
に
あ
つ
て
は
、
最
初
の
月
の
翌
月
）

の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。

の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。

６
～
８

略

５
～
７

略

（
単
身
赴
任
手
当)

（
単
身
赴
任
手
当)

第
十
二
条
の
二

略

第
十
二
条
の
二

略

２

略

２

略

３

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
こ
と

３

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県

条
例
第
五
十
九
号
）
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で

に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、

定
め
る
者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、

父
母
の
疾
病
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に

父
母
の
疾
病
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該

よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該

職
員
と
な
つ
た
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
職
員
と
な
つ
た
直
後
に
在
勤
す
る
公

職
員
と
な
つ
た
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
職
員
と
な
つ
た
直
後
に
在
勤
す
る
公

署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生

る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生

活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員

活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員
（
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員

そ
の
他
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴

会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
そ
の
他
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴

任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て

と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て

、
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。

、
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。

４

略

４

略
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第
十
三
条
の
三

略

第
十
三
条
の
三

略

２

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県

２

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

条
例
第
五
十
九
号
）
の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で

の
適
用
職
員
で
あ
つ
た
者
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
て
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
在

定
め
る
者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
つ
て
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
在

勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
（
任
用
の
事

勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
（
任
用
の
事

情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
、
新
た
に

情
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
、
新
た
に

特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る

特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る

職
員
で
そ
の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前

職
員
で
そ
の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
前

三
年
以
内
に
当
該
公
署
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た

三
年
以
内
に
当
該
公
署
に
異
動
し
、
当
該
異
動
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た

も
の
そ
の
他
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上

も
の
そ
の
他
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ

に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ

て
、
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

て
、
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
す
る
。

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

第
十
八
条
の
二

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要

第
十
八
条
の
二

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要

そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第

そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第

四
条
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
若
し
く
は
勤
務
時
間
条

四
条
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
若
し
く
は
勤
務
時
間
条

例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

又
は
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
（
次
項
に
お
い

又
は
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
（
次
項
に
お
い

て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、

て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
し
た

場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
が
災

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
が
災

害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
午
後
十
時
か
ら
翌
日

害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
等
以
外
の
日

の

午
前
五
時
ま
で
の
間
（
週
休
日
等
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除

の
午
前
零
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間

く
。
）
で
あ
つ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、

で
あ
つ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
し
た

場
合
は
、

当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

３

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

３

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
前
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
に
従
事
す
る
時

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

間
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。

と
す
る
。

一

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合

同
項
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
一
万
二
千
円

一

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合

同
項
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
一
万
二
千
円

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
同
項
の

規
定
に
よ
る
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額

）

二

略

二

略

４

略

４

略

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

第
十
九
条

第
五
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
五
条
の
二
、
第
九
条
の
二

第
十
九
条

第
五
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
五
条
の
二
、
第
九
条
の
二

及
び
第
十
条

か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
一
条
の
四
、
第
十
三
条
の
二

の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

、
第
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

２

略

２

略

（
寒
冷
地
手
当
）

（
寒
冷
地
手
当
）

第
二
十
三
条

寒
冷
地
手
当
は
、
毎
年
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
各
月
の

第
二
十
三
条

寒
冷
地
手
当
は
、
毎
年
十
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
各
月
の

初
日
（
次
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
職

初
日
（
次
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
地

員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除

域
に
在
勤
す
る

職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除

く
。
）
に
対
し
て
支
給
す
る
。

く
。
）
に
対
し
て
支
給
す
る
。

一

別
表
第
七
の
二
に
掲
げ
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員

一

秋
田
県

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
勤
務
し
又
は
居
住
す
る
地
域

二

前
号
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域
の
う
ち
寒
冷

の
寒
冷
及
び
積
雪
の
度
を
考
慮
し
て
同
号
に
掲
げ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必

及
び
積
雪
の
度
を
考
慮
し
て
同
号
に
掲
げ
る
地
域
と
の
権
衡
上
必
要

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る

職
員

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域

㈠

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
公
署

に
在
勤
す
る
職
員

㈡

㈠
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
別
表
第
七
の
二
に
掲
げ
る
地
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域
に
居
住
す
る
職
員

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
職
員

２

寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
及
び
基
準
日
に
お

２

寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
及
び
基
準
日
に
お

け
る
職
員
の
世
帯
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

け
る
職
員
の
世
帯
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

職
員
の
区
分

世

帯

等

の

区

分

地
域
の
区
分

世

帯

等

の

区

分

世

帯

主

で

あ

る

職

員

そ
の
他
の
職

世

帯

主

で

あ

る

職

員

そ
の
他
の
職

扶
養
親
族
の
あ
る
職

扶
養
親
族
の
な
い
職

員

扶
養
親
族
の
あ
る
職

扶
養
親
族
の
な
い
職

員

員

員

員

員

前
項
第
一
号

一
九
、
八
〇
〇
円

一
一
、
四
〇
〇
円

八
、
二
〇
〇

秋
田
県

一
九
、
八
〇
〇
円

一
一
、
四
〇
〇
円

八
、
二
〇
〇

並
び
に
第
二

円

円

号
㈠
及
び
㈡

に
掲
げ
る
職

員前
項
第
二
号

二
九
、
四
〇
〇
円
を

一
六
、
二
〇
〇
円
を

一
一
、
五
〇

前
項
第
二
号

二
九
、
四
〇
〇
円
を

一
六
、
二
〇
〇
円
を

一
一
、
五
〇

㈢
に
掲
げ
る

超
え
な
い
範
囲
内
で

超
え
な
い
範
囲
内
で

〇
円
を
超
え

に
掲
げ
る
地

超
え
な
い
範
囲
内
で

超
え
な
い
範
囲
内
で

〇
円
を
超
え

職
員

人
事
委
員
会
規
則
で

人
事
委
員
会
規
則
で

な
い
範
囲
内

域

人
事
委
員
会
規
則
で

人
事
委
員
会
規
則
で

な
い
範
囲
内

定
め
る
額

定
め
る
額

で
人
事
委
員

定
め
る
額

定
め
る
額

で
人
事
委
員

会
規
則
で
定

会
規
則
で
定

め
る
額

め
る
額

３

略

３

略

（
単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
）

（
単
純
労
務
の
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
）

第
二
十
三
条
の
六

略

第
二
十
三
条
の
六

略

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
単
純
労
務
の
職
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
単
純
労
務
の
職
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
に
支
給
す
る
給
与
の
種
類
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る

げ
る
も
の
に
支
給
す
る
給
与
の
種
類
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る

。

。

一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

給
料
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、

一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

給
料
、
地
域
手
当

、

通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
、
時
間

通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当

、
時
間

外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末

外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末

手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当

手
当
及
び
勤
勉
手
当

二

短
時
間
勤
務
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

同
号
に
定
め

二

短
時
間
勤
務
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

同
号
に
定
め

る
給
与
の
う
ち
住
居
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
及
び
寒
冷

る
給
与
の
う
ち
単
身
赴
任
手
当

地
手
当
を
除
い
た
も
の

を
除
い
た
も
の

３

略

３

略

※

給
料
表
は
省
略

別
表
第
七
の
二
（
第
二
十
三
条
関
係
）

秋
田
市
（
河
辺
町
及
び
雄
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）

能
代
市
（
二
ツ
井
町
の
区
域
に
限
る
。
）

横
手
市

大
館
市

湯
沢
市

鹿
角
市

由
利
本
荘
市
（
矢
島
町
、
鳥
海
町
及
び
東
由
利
町
の
区
域
に
限
る
。
）

潟
上
市
（
昭
和
町
及
び
飯
田
川
町
の
区
域
に
限
る
。
）

大
仙
市

北
秋
田
市

仙
北
市

鹿
角
郡

北
秋
田
郡

山
本
郡
の
う
ち
藤
里
町
、
三
種
町
（
琴
丘
町
及
び
山
本
町
の
区
域
に
限

る
。
）
及
び
八
峰
町

南
秋
田
郡
の
う
ち
五
城
目
町
、
八
郎
潟
町
及
び
井
川
町

仙
北
郡

雄
勝
郡

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
市
町
村
及
び
郡
の
名
称
は
、
令
和
六
年
四
月
一

日
に
お
け
る
名
称
（
括
弧
内
の
区
域
の
名
称
は
、
平
成
十
六
年
四
月

一
日
に
お
け
る
市
町
村
の
名
称
と
す
る
。
）
と
し
、
同
表
に
定
め
る
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地
域
は
、
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
同
日
に
お
け
る
区
域
を

用
い
て
示
さ
れ
た
地
域
と
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の

変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
つ
て

影
響
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
六
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条

第
六
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条

例
第
二
十
二
号
。
次
項
に
お
い
て
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
か
ら

例
第
二
十
二
号
。
次
項
に
お
い
て
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
か
ら

第
五
条
の
二
ま
で
、
第
八
条
か
ら
第
十
条

ま
で
、
第
十
一
条
の
四
及
び
第

第
五
条
の
二
ま
で
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
四
及
び
第

二
十
二
条
の
規
定
は
、
第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員

二
十
二
条
の
規
定
は
、
第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員

に
は
、
適
用
し
な
い
。

に
は
、
適
用
し
な
い
。

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

２

第
一
号
任
期
付
研
究
員
及
び
第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
対
す
る
給
与
条
例

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
並
び
に

第
二
条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項

、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「

二
十
一
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条
例
第
二
条
中
「

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当

、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田

、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田

県
条
例
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五

県
条
例
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
五
項
に
規
定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八

条
第
五
項
に
規
定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ

条
の
二
第
一
項

中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ

る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三

る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三

条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第

条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第

二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一

二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百

り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百

三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
す
る
。

三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
す
る
。

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
例
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
に
関
す
る
特
例
）

第
七
条

略

第
七
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

任
命
権
者
は
、
特
定
任
期
付
職
員
の
う
ち
、
特
に
顕
著
な
業
績
を
挙
げ
た

と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
を
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
と
し
て
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
の
決
定
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
の
決
定
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

の
決
定

は
、

の
決
定
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
の
支
給
は
、

予
算
の
範
囲
内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

予
算
の
範
囲
内
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
除
外
等
）

第
八
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条

第
八
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条

例
第
二
十
二
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
か
ら
第
五
条
の

例
第
二
十
二
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
か
ら
第
五
条
の

二
ま
で
、
第
八
条
か
ら
第
十
条

ま
で
、
第
十
一
条
の
四

、
第

二
ま
で
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
四
、
第
二
十
二
条
、

二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
四
の
規
定
は

第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
四
の
規
定

、
特
定
任
期
付
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
特
定
任
期
付
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

２

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
第
二
条
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項

八
条
の
二
第
一
項

、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
十
一
条
第
二

並
び
に
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条

項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
給
与
条

例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等

例
第
二
条
中
「
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
義
務
教
育
等

教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

教
員
特
別
手
当
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。

十
四
年
秋
田
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。

）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条

）
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
、
給
与
条
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例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例

例
第
十
一
条
の
三
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例

第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る

第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
医
療
業
務
に
従
事
す
る

職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八

職
員
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
給
与
条
例
第
十
八

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ

条
の
二
第
一
項

中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ

る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条

る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
又
は
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二

項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項

項
中
「
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採

に
規
定
す
る
職
員
及
び
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十

用
さ
れ
た
職
員
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十

五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
九
十
五
」
と
、
給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項

」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五

第
一
号
中
「
百
分
の
百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
八
十
七
・
五
」
と
す
る

」
と
す
る

。

。

（
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
）

（
特
定
業
務
等
従
事
任
期
付
職
員
の
給
与
条
例
等
の
適
用
除
外
）

第
十
条

略

第
十
条

略

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
給
与
条
例
第
九
条
の
二
、
第
十
条

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
給
与
条
例
第
九
条
の
二
か
ら
第
十
一
条

、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
一
条
の
四
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
の

ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
一
条
の
四
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
の

二
、
第
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
三
条
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第

二
、
第
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
三
条
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第

十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
七
条
の
二

十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
五
条
の
三
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
七
条
の
二

、
第
十
七
条
の
三
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
並
び
に
市
町
村
立
学
校

、
第
十
七
条
の
三
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
並
び
に
市
町
村
立
学
校

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
八
十
二

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
八
十
二

号
）
の
規
定
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
短
時

号
）
の
規
定
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
短
時

間
勤
務
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

間
勤
務
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
第
四
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

附

則

附

則

１
～
７

略

１
～
７

略

８

給
与
条
例
第
五
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第

８

給
与
条
例
第
五
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第

五
条
の
二
、
第
九
条
の
二
並
び
に
第
十
条

五
条
の
二
、
第
九
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
一

並
び
に
改

条
の
四
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
三
並
び
に
第
二
十
三
条
並
び
に
改

正
後
の
条
例
第
五
条
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
暫
定
再
任

正
後
の
条
例
第
五
条
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
暫
定
再
任

用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

９
・

略

９
・

略

10

10

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
附
則
第
十
三
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
寒
冷
地
手
当
）

（
寒
冷
地
手
当
）

第
九
条

知
事
等
で
基
準
日
（
職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定

第
九
条

知
事
等
で
基
準
日
（
職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
日
を
い
う
。
）
に
在
職
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
職
員
の
給
与
条
例
別
表

す
る
日
を
い
う
。
）
に
在
職
す
る
も
の
に

第
七
の
二
に
掲
げ
る
地
域
に
居
住
す
る
も
の
に
、
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る

、
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る

。

。

２

知
事
等
の
寒
冷
地
手
当
の
額
、
支
給
方
法
及
び
支
給
期
日
に
つ
い
て
は
、

２

職
員
の
給
与
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
知
事
等
の
寒
冷
地
手

職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

当
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
補
則
）

（
補
則
）

第
十
二
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
等
に
支
給
す
る
給
料
及

第
十
二
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
等
に
支
給
す
る
給
料
、

び
期
末
手
当

の
支
給
期
日
及
び

支
給
方
法
並
び
に

旅
費

期
末
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
の
支
給
期
日
お
よ
び
支
給
方
法
な
ら
び
に
旅
費

の
支
給
方
法
は
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

の
支
給
方
法
は
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
十
四
項
に
よ
る
改
正
）
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新

旧

（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
特
例
）

（
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
特
例
）

第
二
十
二
条

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
規
定
の
適

第
二
十
二
条

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
給
与
条
例
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
与
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
与
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

略

略

略

略

略

略

第
十
九
条
第
一
項

第
五
条
第
三
項
か

第
九
条
の
二
、
第
十
条
、

第
十
九
条
第
一
項

第
五
条
第
三
項
か

第
九
条
の
二

ら
第
十
項
ま
で
、

第
十
一
条
の
三
、
第
十
一

ら
第
十
項
ま
で
、

第
五
条
の
二
、
第

条
の
四
、
第
十
二
条
の
二

第
五
条
の
二
、
第

九
条
の
二
及
び
第

、
第
十
三
条
の
二
、
第
十

九
条
の
二

十
条

三
条
の
三
及
び
第
二
十
三

条

第
十
一
条
の
四

第
十
一
条
の
四
、
第
十
二

条
の
二

略

略

略

略
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「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第７２号）

人事課

１ 改正理由

雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第２６号）による雇用保険法（昭和４９年法律第

１１６号）の一部改正により、所要の規定の整備を行う必要がある。

２ 改正内容

⑴ 雇用保険法に規定する就業促進手当に相当する金額を支給する失業者の退職手当について、安定した

職業に就いた者に支給すること等とする。

⑵ その他所要の規定の整理を行う。
※ 失業者の退職手当

退職時に支給された退職手当が雇用保険法の失業等給付相当額に満たず、退職後一定の期間失業している場合に、

その差額分を特別の退職手当として、失業の認定を受けた日について支給するもの。

３ 施行期日等

⑴ この条例は、令和７年４月１日から施行することとする。

⑵ この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。
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職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
失
業
者
の
退
職
手
当
）

（
失
業
者
の
退
職
手
当
）

第
十
条

略

第
十
条

略

２
～

略

２
～

略

11

11

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

12

12

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
者
で
次
の
各
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

き
る
者
で
次
の
各
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ

該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
、
退
職
手
当
と
し
て
、
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
よ

る
技
能
習
得
手
当
、
寄
宿
手
当
、
傷
病
手
当
、
就
業
促
進
手
当
、
移
転
費
又

る
技
能
習
得
手
当
、
寄
宿
手
当
、
傷
病
手
当
、
就
業
促
進
手
当
、
移
転
費
又

は
求
職
活
動
支
援
費
の
支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

は
求
職
活
動
支
援
費
の
支
給
の
条
件
に
従
い
支
給
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

安
定
し
た
職
業
に
就
い
た
者

雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
三
項

四

職
業

に
就
い
た
者

雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
三
項

に
規
定
す
る
就
業
促
進
手
当
の
額
に
相
当
す
る
金
額

に
規
定
す
る
就
業
促
進
手
当
の
額
に
相
当
す
る
金
額

五
・
六

略

五
・
六

略

・

略

・

略

13

14

13

14

第
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一

第
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
の
支
給
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一

15

15

項
、
第
三
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
雇
用
保
険
法
第

項
、
第
三
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲

五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
に
つ

げ
る
退
職
手
当
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る

い
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
日
数
に
相
当
す
る
日
数
分
の
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手

日
数
分
の
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手

当
の
支
給
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

当
の
支
給
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

一

雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
係

る
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当

当
該
退
職
手
当
の
支
給
を
受

け
た
日
数
に
相
当
す
る
日
数

二

雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
係

る
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当

当
該
就
業
促
進
手
当
に
つ
い

て
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を
支
給
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
日
数
に
相
当
す
る
日
数

～

略

～

略

16

18

16

18

附

則

附

則

１
～
３

略

１
～
３

略

４

昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
に
旧
専
売
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い

４

昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
に
旧
専
売
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い

た
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
の
職
員
と
な
り
、
か
つ

た
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
の
職
員
と
な
り
、
か
つ

、
引
き
続
き
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
職
員

、
引
き
続
き
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
職
員

と
な
つ
た
場
合
又
は
同
日
に
旧
電
信
電
話
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い

と
な
つ
た
場
合
又
は
同
日
に
旧
電
信
電
話
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い

た
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
日
本
電
信
電
話
株
式
会

た
者
が
、
引
き
続
い
て
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
な
り

社
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
電
信
電
話
株
式

会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
と
な
り
、
か
つ
、

、
か
つ
、

引
き
続
き
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
職
員
と
な

引
き
続
き
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
職
員
と
な

つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間

つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間

の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に

の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
た
ば
こ
事
業
法
等
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
一

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
一

号
）
第
四
条
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
施

号
）
第
四
条
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
の
施

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八

十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
第

十
七
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
同
年

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
及
び
同
年

四
月
一
日
以
後
の
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信
電
話
株
式
会

四
月
一
日
以
後
の
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信
電
話
株
式
会

社
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

社
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社
又
は
日
本
電
信

電
話
株
式
会
社
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給

電
話
株
式
会
社
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給

付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
～

略

５
～

略

12

12

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

13

13

百
十
二
号
）
附
則
別
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
旧

百
十
二
号
）
附
則
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
旧

機
関
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者
が
、
同
法
附
則
第
四
条
の

機
関
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者
が
、
同
法
附
則
第
四
条
の

規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
国
立
大
学
法
人
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
国
立
大
学
法
人
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
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す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法

す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
と
な
り
、

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
と
な
り
、

か
つ
、
引
き
続
き
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い

か
つ
、
引
き
続
き
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い

て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な

て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と

る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
国
立
大
学
法
人
等
の
職
員
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
を
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
国
立
大
学
法
人
等
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
国
立
大
学
法
人
等
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り

退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と

退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

～

略

～

略

14

16

14

16

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
十
条
第
十

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
十
条
第
十

17

17

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。

と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

～

略

～

略

18

31

18

31
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「知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第７３号）

人事課

１ 改正理由
知事の退職手当について一定の割合に相当する額を減ずる特例措置を講ずる等の必要がある。

２ 改正内容
知事等の現在の任期に係る退職手当について、知事にあっては１００分の１５、副知事及び常勤の監査

委員にあっては１００分の１０に相当する額を減ずる。

区 分 条 例本 則 によ る 減 額 後 の 減 額 率

職 退 職手 当 の額 退職 手 当の 額 減 少 額

△ 15％
知 事 40,6 56 ,000円 34,5 57,6 00円

△ 6,098, 40 0円

△ 10％
副 知 事 20,0 88 ,000円 18,0 79,2 00円

△ 2,008, 80 0円

常 勤 監 査 △ 10％
6,4 32 ,000円 5,7 88,8 00円

委 員 △ 643,20 0円

３ 施行期日
この条例は、公布の日から施行することとする。
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知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

附

則

附

則

１
～
８

略

１
～
８

略

９

知
事
等
の
退
職
手
当
の
額
は
、
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条

９

知
事
等
の
退
職
手
当
の
額
は
、
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
秋
田
県
条
例
第

号
）
の
施
行

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
三
年
秋
田
県
条
例
第
五
号
）

の
施
行

の
際
現
に
知
事
等
の
職
に
あ
る
者
に
支
給
す
る
も
の
で
あ
つ
て
同
条
例
の
施

の
際
現
に
知
事
等
の
職
に
あ
る
者
に
支
給
す
る
も
の
で
あ
つ
て
同
条
例
の
施

行
の
日
を
含
む
任
期
に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
十
条
及
び
第
十
条
の
二
並
び

行
の
日
を
含
む
任
期
に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
十
条
及
び
第
十
条
の
二
並
び

に
附
則
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

に
附
則
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

算
出
し
た
額
か
ら
、
当
該
算
出
し
た
額
に
知
事
に
あ
つ
て
は
百
分
の
十
五
、

算
出
し
た
額
か
ら
、
当
該
算
出
し
た
額
に
知
事
に
あ
つ
て
は
百
分
の
十
五
、

副
知
事
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を

副
知
事
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を

減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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「秋田県標準事務関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案」について（議案第７４号） 

 

                                            財政課 

 

１ 改正理由 

 宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令（令和６

年政令第２３８号）による地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）の一部

改正により、電子情報処理組織を使用する方法により行う宅地建物取引業の免許の申請及び免許の更新の

申請に係る手数料の額を定める必要がある。 

 

２ 改正内容 

電子情報処理組織を使用する方法により行う宅地建物取引業の免許の申請及び免許の更新の申請に係る

手数料の額を、申請１件につき２６，５００円とすることとする。（第２５条関係） 

※ 電子情報処理組織を使用しない場合の手数料の額は、従来通り１件につき３３，０００円 

 

３ 施行期日 

  この条例は、令和７年４月１日から施行することとする。 
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